
第３５９回常議員会並びに第１４５回通常議員総会 次第 

 
１、日  時   令和５年３月２２日（水）１５時００分～ 
                          
２、場  所   ホテル竹島 コンベンションホール（２階） 
 
３、議  題   

  議案第１号 第Ⅲ期アクションプランに関する件 

議案第２号 令和５年度 

１．事業計画並びに一般会計収支予算承認に関する件 

２．（特別会計）中小企業相談所収支予算承認に関する件 

３．（特別会計）会館運営会計収支予算承認に関する件 

４．（特別会計）労働保険事務組合収支予算承認に関する件 

５．（特別会計）共済事業収支予算承認に関する件 

６．（特別会計）退職給与積立金収支予算承認に関する件 

７．（特別会計）産業力向上支援事業収支予算承認に関する件 

８．（特別会計）コワーキングスペース運営事業収支予算承認に関する件 

９．（特別会計）専門アドバイザー支援事業収支予算承認に関する件 

10．（特別会計）一店逸品発掘事業収支予算承認に関する件 

  議案第３号 小規模企業振興委員の委嘱に関する件 

  議案第４号 小規模事業者経営改善資金審査委員の委嘱に関する件 

  議案第５号 本所定款の一部改正に関する件 

  議案第６号 本所就業規則、給与規程の一部改正に関する件 

  議案第７号 本所育児・介休業護規程の廃止と新規程に関する件 

  議案第８号 会員加入承認に関する件 

  議案第９号 常議員１名補充選任に関する件 
 

４、報告事項 

（１）健康経営優良法人 2023（ブライト 500）の認定について 

（２）令和５年度蒲郡市に対する各種施策要望の回答書について 

（３）景況調査（１０月～１２月）について 

（４）会館会議室の予約システムについて 

（５）三河観光ＧＯＮ 家康公グルメ第２弾について 

（６）適正な価格転嫁の実現に向けた取組について 

(７) 参与の変更について 

 (８) コワーキングＥＧＧ利用規則の一部改定について 

 (９) 議員の職務を行う者の異動について 

 (１０)その他 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 常議員会並びに議員総会日程 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

・議案審議並びに報告事項         １５：００～１６：１５ 

・蒲郡市長の講演会            １６：２５～１６：５０ 

・懇 親 会               １７：００～１８：３０ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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第Ⅱ期（令和２年度～令和４年度）アクションプラン   

  ～蒲郡 INNOVATION HUB を目指して～ 
 

≪Mission 1≫            ～蒲郡ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進～ 

取り組みの 

方向性 
アクションプラン 目 的 事業内容 

目標 
目標合計 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

計画的な経営

をサポート 

・「ビジナビ」経営サポートの強化 

需要を見据えた計画的な経営

を伴走型でサポート 

経営課題にチャレンジする会員企業の経営計画・経営

革新計画策定及び実施を継続的に支援することによ

り、会員企業の経営基盤の強化・経営力の向上を図る。 

‣経営計画、事業計画策定支援 

経営計画策定セミナーを開催するとともに経営指導員による経営状況分析、商圏分析、事

業計画策定、計画策定後フォローアップの実施支援 

‣「ビジナビ」経営相談及び専門家派遣の実施 

専門家による定例個別相談及び専門家派遣による支援強化 

事業計画策 

定支援件数 

44件 4人×11件 

事業計画策 

定支援件数 

48件 4人×12件 

事業計画策 

定支援件数 

52件 4人×13件 

事業計画策 

定支援件数 

144 件 

実績 実績 実績 実績 

94 件 58 件 77 件【2/29】 229 件 達成率 159％ 

創業・新事業

展開をサポー

ト 

 

 

・創業支援事業の強化 

創業支援機関との連携体制に

より創業者を伴走型でサポー

ト 

地域における連携した創業支援体制を強化し、地域産

業の新たな担い手の創出・育成を目指す。 

‣がまごおり創業塾・創業支援セミナーによる創業計画のブラッシュアップ支援 

‣人脈形成・情報交換の促進の場として、がまごおり創業倶楽部の運営 

‣創業融資制度、補助金制度等活用支援 

‣がまごおり創業支援ネットワークによる創業支援機関との連携強化 

創業件数 

15 件 

創業件数 

15 件 

創業件数 

15 件 

創業件数 

45 件 

実績 実績 実績 実績 

14 件 12 件 27 社【2/28】 53 件 達成率 118％ 

・オープン・イノベーション推進

事業 

コワーキングＥＧＧを核とし

たイノベーションの促進 

新たな事業展開を目指す起業家・会員企業同士の情報

交換・共有、人脈形成を活性化させ、新製品・新サービ

ス創出による地域のイノベーションを促進する。 

・起業家・会員企業の交流・連携によるコワーキングＥＧＧの運営 

・ＥＧＧセミナー、交流会、ビジネスプラン発表会等の開催により、新事業展開、新製品・

サービス創出を支援 

EGG 利用登録 

件数 15 件 

EGG 利用登録 

件数 15 件 

EGG 利用登録 

件数 15 件 

EGG 利用登録件数 

45 件 

実績 実績 実績 実績 

82 件 32 件 46 社【2/28】 160 件 達成率 336％ 

経営基盤強化

をサポート 

・福利厚生支援 

安定した企業経営を確立する

ため従業員・経営者に対する福

利厚生の充実を支援 

会員企業の従業員の採用から退職までに発生する経営

課題を、総合的に支援。 

‣労働保険事務組合による事務代行の実施 

未手続事業所に対する加入勧奨・事務代行の促進及び専門家個別相談の実施 

‣共済制度による福利厚生支援の強化 

福利厚生の充実を図るため、各種共済制度加入促進の実施 

新規委託 

事業場数 8 件 

新規加入者数

400 名 

新規委託 

事業場数10件 

新規加入者数

450 名 

新規委託 

事業場数12件 

新規加入者数

500 名 

新規委託事業場数 

30 件 

新規加入者数 

1,350 名 

実績 実績 実績 実績 

事業場数 5 件 

加入者数▲62 件 

事業場数 10 件 

加入者数▲216 件 

事業場数 12 件 

 

事業場数 27 件 90.0% 

 

・販路開拓支援事業の実施 

新商品開発を促進するととも

に販路開拓・拡大を支援 

新たな販路の開拓・拡大支援することにより、会員企

業の経営課題の解決の促進及び経営基盤強化を図る。 

‣販路開拓・拡大に係る補助金活用・申請支援 

小規模事業者持続化補助金、蒲郡市販路拡大補助金他の活用を支援 

補助金申請 

件数 32 件 

補助金申請 

件数 36 件 

補助金申請 

件数 40 件 

補助金申請 

件数 108 件 

実績 実績 実績 実績 

94 件 42 件 50 件【2/28】 186 件 達成率 172％ 

‣新商品開発・販路開拓支援事業の実施 

新商品等の展示会・即売会を通じたマーケティング機会の提供 

参加企業件数

15 件 

参加企業件数

18 件 

参加企業件数

20 件 

参加企業件数 

53 件 

実績 実績 実績 実績 

（コロナ中止） 9 事業所 12 事業所 21 事業所 達成率 40％ 

‣一店逸品発掘事業の実施 

逸品を広く紹介する「おらがの店じまん」パンフレット作製及び広報宣伝の実施 

出品店舗件数

48 件 

出品店舗件数

50 件 

出品店舗件数

50 件 

出品店舗件数 

148 件 

実績 実績 実績 実績 

72 件 60 件 60 件 192 件 達成率 130％ 

‣商談会・展示会への出展支援の強化 

地域連携商談会、展示会への出展支援及び海外展開販路開拓の支援 

取引見込件数

10 件 

取引見込件数

11 件 

取引見込件数

12 件 

取引見込件数 

33 件 

実績 実績 実績 実績 

7 件 46 件 22 件【2/28】 75 件 達成率 227％ 

‣商品・サービスのプロモーション支援 

プレスリリース活用及びビジネスポータルサイトによるインターネット活用支援 

プレスリリース

支援件数 22 件 

プレスリリース

支援件数 24 件 

プレスリリース

支援件数 24 件 

プレスリリース支援件数 

70 件 

実績 実績 実績 実績 

21 件 15 件 26 件【2/28】 60 件 達成率 86％ 

・防災対策（ＢＣＰ等）策定の支

援 

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭

遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとど

めつつ、中核となる事業の継続あるいは 

早期復旧を可能とするため。 

‣ＢＣＰ策定支援 

 ＢＣＰ策定セミナーの開催 

専門家による策定個別相談及び専門家派遣による支援強化 

セミナー開催数 

1 回 

セミナー開催数 

1 回 

セミナー開催数 

1 回 

セミナー開催数 

3 回 

実績 実績 実績 実績 

0 回 1 回 0 回 1 回 達成率 33.3% 

人財力向上を

サポート 

 

・人材マッチング支援事業の強化 

人材マッチング事業を強化し会

員企業の人材確保を支援 

会員企業の従業員の採用から退職までに発生する経営

課題に関して、総合的に支援することにより会員企業

の人財力の向上を図る。 

‣就活サイトの運営及び合同企業説明会の開催に加え企業研究フェアの開催等、蒲郡商工会

議所学生就職情報センター事業の充実 

‣モグジョブ、マジカフェの活用促進 

登録企業数 

30 件 

登録企業数 

30 件 

登録企業数 

30 件 

登録企業数 

90 件 

実績 実績 実績 実績 

37 件 123％ 27 件 90％ 26 件【2/28】 90 件 達成率 100％ 

・人材育成支援事業の強化 

 階層別・分野別セミナーを充実

させ企業の人材育成を支援 

 ‣Ｇ.アカデミー人材育成セミナー・Web セミナーの活用促進 

‣東三河産業アカデミーセミナーの相互利用の促進 

 

開催数 60 回 

WEB 視聴数 

3,000 回 

開催数 60 回 

WEB 視聴数 

3,000 回 

開催数 60 回 

WEB 視聴数 

3,000 回 

開催数 180 回 

WEB 視聴数 

9,000 回 

実績 実績 実績 実績 

72 回 4,769 回 87 回 3,422 回 
80 回 4,039 回 

【2/28】 
12,230 件 達成率 135％ 

 

 

 

     

議案第１号

2



第Ⅱ期（令和２年度～令和４年度）アクションプラン   

  ～蒲郡 INNOVATION HUB を目指して～ 
 

≪Mission 2≫            ～蒲郡ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進～          
取り組みの

方向性 
アクションプラン 目 的 事業内容 

目標 
目標合計 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

ヘルスケア

産業の創出 

 

 

・働く人の健康づくりの推進 

『健康宣言企業 200 社』を目標

として健康宣言企業に対するサ

ポート事業の実施 

従業員の健康管理を経営的な視点で考え戦略的に実

践する地域企業を支援し、そのニーズを把握すること

により、地域企業の生産性向上及び地域における『働

く人の健康づくり』の市場化を目指す。 

‣『健康宣言企業 200 社』を目標に、健康づくりセミナー、健康経営セミナーを開催 

‣健康宣言企業に対するサポートとして、健康経営アドバイザー派遣、生活習慣病予防健診

の利用促進 

‣協会けんぽ、蒲郡市等との連携したサポート体制を展開 

健康宣言企業

数:130 社 

健康宣言企業

数:160 社 

健 康 宣 言 企 業

数:200 社 

健康宣言企業数： 200 社 

実績 実績 実績 実績 

115 社 140 社 148 社【2/28】 148 社 達成率 74% 

・アンチエイジングサービス事業

化の促進 

健康的なライフスタイルを提案

するフェアの開催、体験型プログ

ラムの提供 

蒲郡のロケーションを活かした癒し・アンチエイジン

グ・健康的なライフスタイルを広く提案し、癒し・ア

ンチエイジング・健康に関わるサービス事業者の事業

展開の推進及び新たなサービスの創出を目指す。 

‣蒲郡での健康的なライフスタイルを提案する『健康デザインフェス』を開催 

‣健康をデザインする体験型プログラムの提供 

‣ロケーションを活かしたヘルスケアツーリズムの推進 

事業化プロジェ

クト参画事業者

数：60 社 

事業化プロジェ

クト参画事業者

数：60 社 

事業化プロジェ

クト参画事業者

数：60 社 

事業化プロジェクト参画

事業者数：180 社 

実績 実績 実績 実績 

20 事業所 47 事業所 110 件【2/28】 177 件 達成率 98％ 

観光産業 

の振興 

・蒲郡シティセールスプロジェク

トの推進 

ロケ誘致と蒲郡グルメの展開に

より蒲郡の魅力を広く発信 

「蒲郡グルメの開発」や「ロケ誘致」等を通じて、蒲

郡の様々な魅力を広く国内外へ発信する体制を整備

し、観光交流人口の増加と地域の活性化を目指す。 

‣グルメ開発分野：「ガマゴリうどん」認定店制度、パッケージ商品の展開を通じた「ガマゴ

リうどん」の更なる認知度向上及び新たなご当地グルメに開発検討 

‣ロケ誘致分野：蒲郡ロケーションサービスによるロケ誘致、ロケ協力施設等の受入体制の

整備及びロケツーリズムの検討 

 

メディア掲載回

数：60 回 

メディア掲載回

数：60 回 

メディア掲載回

数：60 回 

メディア掲載回数：180 回 

実績 実績 実績 実績 

110 回 147 回 95 回 287 回 159.4% 

・着地型観光の推進 

地域性を活かした体験交流型プ

ログラムの提供及び情報発信の

支援 

地域の魅力を活かした体験型プログラムを効果的に

情報発信し、観光交流人口・観光入込客数の増加を図

り、着地型観光の定着を目指す。 

‣ＭＩＫＡＷＡde じゃんだらりんの推進 

‣蒲郡市の魅力を活かした健康プログラムの定着を推進 

‣市内の観光事業者や市民と広域の観光事業者や団体との連携を推進 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開催数：

150 回 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開催数：

150 回 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開催数：

150 回 

プログラム開催数： 

総合計 450 回 

実績 実績 実績 実績 

45 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 43 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 52 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
140 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

達成率 31.1% 

地場産業 

の活性化 

・産地プロモーションの推進 

地域の展示会開催や国内外展示

会出展支援等による地域の繊維・

ロープ産地のＰＲ及び販路開拓 

地域における展示会開催や国内外展示会出展により、

産地の広報宣伝及び産地企業の相互交流を図り、地場

産業である繊維・ロープ産業の活性化を目指す。 

‣三河産地ロゴの統一的展開の検討 

‣三河産地ポータルサイトによる PR 

‣繊維総合展示会『テックスビジョンミカワ』開催による地域における三河産地ＰＲ 

‣国内外の展示会出展支援による三河産地ＰＲ及び販路開拓 

‣産地内・産地間交流による新たな業者連携の促進 

‣市場ニーズ・消費者トレンドを取り入れた商品開発の促進 

展示会・商談会

出展事業者数：

30 社 

展示会・商談会

取引見込件数：

150 

展示会・商談会

出展事業者数：

30 社 

展示会・商談会

取引見込件数：

150 

展示会・商談会

出展事業者数： 

30 社 

展示会・商談会

取引見込件数：

150 

展示会・商談会出展事業者

数：90 社 

展示会・商談会取引見込件

数：450 

 

実績 実績 実績 実績 

展示会・商談会

出展事業者数：

43 社 

展示会・商談会

取引見込件数：

116 件 

展示会・商談会

出展事業者数：

37 社 

展示会・商談会

取引見込件数：

17 件 

展示会・商談会

出展事業者数： 

33 社 

展示会・商談会

取引見込件数：

100 件 

展示会・商談会出展事業者

数：81 社 90.0% 

 

展示会・商談会取引見込件

数：183 件 40.7% 

 

地域の中 

核産業の 

成長促進 

・オープン・イノベーションの促進 

AI・IoT 等の最新動向・技術の把

握と導入支援、商談会参加支援等

による販路開拓推進 

AI・IoT 等の最新動向・技術を調査し、併せて諸団体・

研究機関との連携を深め、情報交換や研修会を積極的

に行い地域中核産業の振興に供する。 

‣ものづくり企業の加工技術や生産方式等、実務に直結した内容のセミナーを開催すると共

に専門家派遣による課題解決を支援し、生産効率向上、販売力強化、経営安定化を推進 

‣先端技術工場、先端製品展示会への視察を実施し、AI・IoT等の最新の業界動向調査および

最先端技術を把握し、競争力強化を推進 

‣展示商談会・マッチングサイト等への参加支援による販路開拓、事業連携の推進 

‣蒲郡のものづくりを担う若手人材の採用支援 

セミナー開催

数：1 回 

課題解決支援企

業数：10 社 

セミナー開催

数：1 回 

課題解決支援企

業数：10 社 

セ ミ ナ ー 開 催

数：1 回 

課題解決支援企

業数：10 社 

セミナー開催数：3 回 

 

課題解決支援企業数：30

社 

実績 実績 実績 実績 

2 回 17 件 2 回 24 件 1 回  9 件 5 回 達成率 167％ 

50 件 達成率 167％ 

インフラ整

備の促進 

・物流・人流活発化に向けたインフ

ラ整備促進 

蒲郡市の東西・南北を結ぶ幹線道路

と港湾機能の整備促 

蒲郡市の東西・南北を結ぶ幹線道路と港湾機能の整備

促進を図り、産業の基盤づくりと新たな企業等の誘致

促進を図る。 

‣国道 23 号蒲郡バイパス、国道 247 号中央バイパス 4 車線化、大塚金野線、国道 473 号等の

整備促進 

‣三河港蒲郡地区の-11m 岸壁、後背地整備等港湾機能の整備促進 

‣企業用地確保と産業空洞化対策の促進 

‣ヘルスケア産業集積の中核施設誘致の検討 

要望件数： 

12 回 

要望件数： 

12 回 

要望件数： 

12 回 

要望件数：36 回 

 

実績 実績 実績 実績 

11 回 12 回 10 回(２月まで) 33 回 達成率 91.7% 

まちなかの

賑わい・活

性化 

・がまごおり海辺のまちづくりの促進  

『観光交流立市』の玄関口に相応

しい蒲郡駅周辺・海辺のまちづく

りの検討 

「観光交流立市」蒲郡市の玄関口に相応しい利便性の

高い蒲郡駅周辺や人々の往来で賑わうみなとオアシ

スエリア・竹島周辺など『がまごおり海辺のまちづく

り』の実現を目指す。 

‣ 蒲郡駅～みなとオアシスエリア～竹島エリアのハード・ソフトの整備促進 

‣ 蒲郡の海岸線に沿ったマリンロード整備の研究 

‣『がまごおり海辺のまちづくりビジョン』の検討 

‣ 先進地域の視察 

－ － － 

 

『がまごおり海辺のまち

づくりビジョン』の策定 
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第Ⅱ期（令和２年度～令和４年度）アクションプラン   

  ～蒲郡 INNOVATION HUB を目指して～ 
 

 

≪Mission 3≫            ～蒲郡ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進～           
取り組みの

方向性 
アクションプラン 目 的 事業内容 

目標 
目標合計 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

組織力の向

上と財政基

盤の安定化

を図る 

・会員サービス向上に向けた事務

局体制・会員組織の強化及び会館

利便性の向上 

 各種交流会の実施や事務局機能・

情報発信機能の強化、会議室の利

便性の向上 

事務局体制や会員組織の強化を図ると共に会館の利

便性向上により総合的な会員サービスを向上させる 

 

 

 

‣会員相互の交流促進および意見交換機会の拡大 

 異業種・入会 3 年以内・女性経営者など会員相互の交流を促進する交流会を開催 

‣事務局による情報発信機能の強化 

 会報・ＨＰ・メルマガ・ＳＮＳ・プレスリリースを活用した情報発信機能の強化 

‣主要会議室の LED 化 

‣経理事務の効率化のため TOAS（商工会議所トータル OA システム）の経理システムを導入検

討のためＰＴを編成 

交流会：2 回 

ｱ ｸ ｾ ｽ 数 :2 ％

UP(80,000) 

交流会:2 回 

ｱ ｸ ｾ ｽ 数 :2 ％

UP(81,600) 

交流会：2 回 

ｱ ｸ ｾ ｽ 数 :2 ％

UP(83,200) 

交流会：6 回 

会報リニューアル 

ｱｸｾｽ数:2％UP(83,200) 

要会議室の LED 化 

システム導入ＰＴの編成 

実績 実績 実績 実績 

交流会 0 回 

168,228 ｱｸｾｽ 

200％ 

交流会 1 回 

124,305 ｱｸｾｽ 

▲22％ 

交流会 3 回 

102,277 ｱｸｾｽ 

【3/12】 

交流会 4 回 達成率 67％ 

ｱｸｾｽ数は 100%以上 

会館システム導入準備中 

・組織的・計画的な会員増強による

財政基盤の強化 

会員拡大と退会防止に努め組織

率 50％を達成 

地域総合経済団体としての存在意義を高める ‣会員増強の推進 

 組織率 50％達成を目指し、役員・議員・会員・職員が一体となった会員増強推進体制を構

築  

 特定商工業者調査の実施 

組織率 46％ 組織率 47％ 組織率 48％ 組織率 48％ 

実績 実績 実績 実績 

43.69% 44.70% 45.31% 
45.31% 

達成率 90.62% 

産・学・官の

中心的役割

を果たす 

 

・会員企業の課題解決に向けた産・

学・官ネットワーク体制の強化 

地域内外の専門家、金融機関、大

学等との業務提携、連携体制の構

築  

産業活性化を図るため、産・学・官との連携を強化し、

情報の交換や研修を積極的に行ない産業振興に供し

て行く 

‣地元企業と大学との事業連携を支援 

地元企業と大学との事業連携を視野に入れ、大学内施設見学会や講演会、交流サロン等を

開催  

開催回数： 

2 回  

開催回数： 

2 回 

開催回数： 

2 回 

開催回数：6 回 

実績 実績 実績 実績 

0 回 0 回 0 回 0 回 達成率 0％ 

会員企業の個別課題の具体的な解決を支援する 

 

‣産学官金のネットワークの活用 

民間企業、金融機関、大学、行政などの専門機関と会員企業のつながりの強化と、事業連

携協定の推進 

協定ネットワークを活用した事業の推進 

協定ネットワー

クの活用件数：

10 件 

協定ネットワー

クの活用件数：

10 件 

協定ネットワー

クの活用件数：

10 件 

協定ネットワークの活用

件数：30 件 

 

実績 実績 実績 実績 

0 件 2 件 0 件 2 件 達成率 6.7% 

地域活性化

の仕組みづ

くりの基盤

となる 

・部会・委員会活動の活性化 

 地域のオピニオンリーダーとし

て地域活性化の先導役となる 

地域のオピニオンリーダーとして、地域活性化の先導

的な役割を果たす 

‣部会・委員会活動の活性化 

 業界毎の課題を抽出することを目的にした部会の活発化 

地域の政策課題を明確化して提言活動へ繋げるため各種委員会の開催 

   

部会役員会議：

1 回以上 

委員会の開催回

数：1 回以上 

部会役員会議：

1 回以上 

委員会の開催回

数：1 回以上 

部会役員会議：

1 回以上 

委員会の開催回

数：1 回以上 

部会役員会議：3 回以上 

委員会の開催回数：3 回以

上 

 

実績 実績 実績 実績 

各部会 2 回開催 

委員会：中心市

街地数回 

各部会 2 回開催 

委員会：中心市

街地数回 

各部会 2 回開催 

委員会：中心市

街地数回 

部会 6 回、委員会 

達成率 100％以上 

・地域の将来像の共有化 

蒲郡市産業振興協議会を通して、

行政と地域経済活性化施策への

ベクトルを合わせる 

 

蒲郡市産業振興条例に基づく施策の研究・策定・提言 ‣地域経済の活性化のための条例制定に向けた提言 

 産業振興協議会を定期的に開催 

産業界の意見を集約して産業振興条例の制定に向けた提言を実施 

産業振興協議

会：3 回 

産業振興協議

会：3 回 

産業振興協議

会：3 回 

産業振興協議会：9 回 

 

実績 実績 実績 実績 

3 回 6 回 蒲郡市産業振興会議へ移行 

地域の将来像の共有化を図る ‣行政や議会との意見交換、情報交換の場の設置 

 行政・議会と役員・議員との意見・情報交換を行える交流会を開催 

 

意見交換、情報

交換の場の設

置：2 回 

意見交換、情報

交換の場の設

置：2 回 

意見交換、情報

交換の場の設

置：2 回 

意見交換、情報交換の場の

設置：6 回 

 

実績 実績 実績 実績 

1 回 1 回 2 回 4 回 達成率 67％ 

経営を一貫

して支援す

る専門家集

団を目指す 

・スピーディで的確な相談体制の

構築 

 専門家集団との連携による高度

な相談体制の構築と職員のスキ

ル向上 

会員企業の高度化、専門化が進む経営課題に対して専

門的な相談に対応できる体制づくり 

‣専門家集団との連携を強化 

 相談業務の効率化を目指し、税務・労務・法律・特許など専門家との連携を強化した相談ネ

ットワーク構築の仕組みを検討 

‣専門知識習得のため職員の知識やスキル向上を支援 

 講習会への職員派遣、資格取得に向けた支援を検討 

講習会への派

遣・専門資格取

得件数：20 件 

講習会への派

遣・専門資格取

得件数：23 件 

講習会への派

遣・専門資格取

得件数：26 件 

講習会への派遣・専門資格

取得件数：69 件 

 

実績 実績 実績 実績 

25 件 31 件 32 件 87 件 達成率 126% 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな情

報収集・分

析能力を高

め、新しい

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽ

に貢献する 

・国際展開に向けた支援体制の構

築 

  

会員企業に対する海外取引、国際展開における知識・

情報の提供 

会員企業の海外取引、国際展開への支援および情報提

供 

 

‣国際展開への競争力向上を支援 

 貿易証明取得のサポート 

 海外取引拡大の支援 

国際ビジネス最新情報の発信 

相談・支援件数：

10 先 

相談・支援件数：

10 先 

相談・支援件数

10 先 

海外取引拡大に向けた相

談・支援件数：30 先 

実績 実績 実績 実績 

0 先 28 先 8 先 
36 先 

達成率 120％ 
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第Ⅱ期（令和２年度～令和４年度）アクションプラン   

  ～蒲郡 INNOVATION HUB を目指して～ 
 

≪Mission 4≫            ～蒲郡ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進～             
取り組みの方

向性 
アクションプラン 目 的 事業内容 

目標 
目標合計 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

｢三河｣地域の

知名度やブラ

ンド力の向上 

・三河地域での観光関係団体と

の連携強化および広域観光

の推進 

 観光展・イベント・広域的な

観光事業等への参加を通じた

地域の魅力発信力強化  

みかわ・蒲郡の知名度向上 ‣三河観光ＧＯＮ事業により岡崎・西尾・蒲郡地区における広域観光の連携を推進 

‣ＭＩＫＡＷＡde じゃんだらりん事業の支援 

‣愛知県東三河広域観光協議会・ＧＯＧＯ三河湾協議会への参画を通じ、観光展・イベントへの

参加及び情報媒体への掲載による地域の魅力を発信 

体験プログラ

ム開催数：150

回 

体験プログ

ラム開催数：

150 回 

体験プログラ

ム開催数：150

回 

プログラム開催数： 

総合計 450 回 

 

実績 実績 実績 実績 

45 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 43 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 52 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
140 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

達成率 31.1% 

東西三河で展

開される広域

連携事業の推

進 

・東西三河の経済団体との連携

強化 

 展示会・講演会・視察会等へ

の参画および会員企業への情

報発信の強化 

  

広域連携事業による人材育成・販路拡大・

要望活動等の推進 

‣東三河広域経済連合会・三河中央エリア経済会議への参画を通じ、会員企業への情報発信を強

化することで会員企業の総合的な競争力強化を図る 

・東三河産業アカデミーによる人材育成 

・健康な地域社会創造Ｐによる健康経営の推進 

 ・飯田線Ｐに赤い電車応援団と連携した新たな沿線普及活動 

 ・要望活動への参画 

 ・展示会、講演会、視察等への参加 

 

‣広域連携団体への参画による要望活動の実施 

ＳＥＮＡ、港湾関係団体、道路関係団体等の広域連携団体への参画を通じ、インフラ・港湾の

要望活動を実施 

東三河全体に

おける健康宣

言（協会健保） 

件数：650 件 

東三河全体

における健

康宣言(協会

健保) 

件数：800 件 

東三河全体に

おける健康宣

言（協会健保） 

件数：1,000件 

東三河全体における健

康宣言（協会健保）件

数：1000 件 

実績 実績 実績 実績 

598 件 747 件 
817 件 
【2/28】 

817 件 

達成率 81.7% 
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第Ⅲ期(令和 5 年度～7 年度)アクションプラン 
 

蒲郡商工会議所 長期ビジョン 

～蒲郡 INNOVATION HUB を目指して～ 

≪Mission 1≫                          発   信   力 
取り組みの 

方向性 
アクションプラン 目 的 事業内容 

目標 
目標合計 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

計画的な経営

をサポート 

・「ビジナビ」経営サポートの強化 

需要を見据えた計画的な経営

を伴走型でサポート 

経営課題にチャレンジする会員企業の経営計画・経営

革新計画策定及び実施を継続的に支援することによ

り、会員企業の経営基盤の強化経営力の向上を図る。 

‣経営計画、事業計画策定支援 

経営計画策定セミナーを開催するとともに経営指導員による経営状況分析、商圏分析、事

業計画策定、計画策定後フォローアップの実施支援 

‣「ビジナビ」経営相談及び専門家派遣の実施 

専門家による定例個別相談及び専門家派遣による支援強化 

事業計画策 

定支援件数 

56件 4人×14件 

事業計画策 

定支援件数 

60件 4人×15件 

事業計画策 

定支援件数 

60件 4人×15件 

事業計画策 

定支援件数 

176 件 

実績 実績 実績 実績 

    

創業・新事業

展開をサポー

ト 

 

 

・創業支援事業の強化 

創業支援機関との連携体制に

より創業者を伴走型でサポー

ト 

地域における連携した創業支援体制を強化し、地域産

業の新たな担い手の創出・育成を目指す。 

‣がまごおり創業塾・創業支援セミナーによる創業計画のブラッシュアップ支援 

‣人脈形成・情報交換の促進の場として、がまごおり創業倶楽部の運営 

‣創業融資制度、補助金制度等活用支援 

‣がまごおり創業支援ネットワークによる創業支援機関との連携強化 

創業相談件数 

55 件 

創業相談件数 

55 件 

創業相談件数 

55 件 

創業相談件数 

165 件 

実績 実績 実績 実績 

    

・オープンイノベーション推進事

業 

コワーキングＥＧＧを核とし

たイノベーションの促進 

新たな事業展開を目指す起業家・会員企業同士の情報

交換・共有、人脈形成を活性化させ、新製品・新サービ

ス創出による地域のイノベーションを促進する。 

‣起業家・会員企業の交流・連携によるコワーキングＥＧＧの運営 

‣ＥＧＧセミナー、交流会、ビジネスプラン発表会等の開催により、新事業展開、新製品・

サービス創出を支援 

‣東三河地域の支援機関等との連携による情報共有・交流機能強化 

EGG 利用登録 

件数 15 件 

EGG 利用登録 

件数 15 件 

EGG 利用登録 

件数 15 件 

EGG 利用登録件数 

45 件 

実績 実績 実績 実績 

    

・グリーンイノベーション推進事

業 

 共創コミュニティから生まれ

るグリーンイノベーションの

促進 

サーミュラーエコノミーの実装やカーボンニュートラ

ル経営を推進することにより、環境負荷の低減に加

え、循環型経済分野における地域企業のイノベーショ

ンを推進する。 

 

‣サーキュラーエコノミー推進 

専門家派遣等によりサーキュラーエコノミーの実装を目指す地域事業所を支援、地域内外

の事業者が参加する共創コミュニティ運営による機運醸成とサーキュラーエコノミー分野

における情報共有・マッチング機会の提供 

‣カーボンニュートラル推進 

専門家派遣等により省エネ対策やカーボンニュートラル経営を目指す地域事業所を支援 

支援件数 

10 件 

支援件数 

20 件 

支援件数 

30 件 

支援件数 

60 件 

実績 実績 実績 実績 

    

経営基盤強化

をサポート 

・福利厚生支援 

安定した企業経営を確立する

ため従業員・経営者に対する福

利厚生の充実を支援 

会員企業の従業員の採用から退職までに発生する経営

課題を、総合的に支援。 

‣労働保険事務組合による事務代行の実施 

未手続事業所に対する加入勧奨・事務代行の促進及び専門家個別相談の実施 

‣共済制度による福利厚生支援の強化 

福利厚生の充実を図るため、各種共済制度加入促進の実施 

新規委託 

事業場数 8 件 

新規加入者数

400 名 

新規委託 

事業場数10件 

新規加入者数

450 名 

新規委託 

事業場数12件 

新規加入者数

500 名 

新規委託事業場数 

30 件 

新規加入者数 

1,350 名 

実績 実績 実績 実績 

    

・販路開拓支援事業の実施 

新商品開発を促進するととも

に販路開拓・拡大を支援 

新たな販路の開拓・拡大支援することにより、会員企

業の経営課題の解決の促進及び経営基盤強化を図る。 

‣販路開拓・拡大に係る補助金活用・申請支援 

小規模事業者持続化補助金、蒲郡市販路拡大補助金他の活用を支援 

補助金申請 

件数 40 件 

補助金申請 

件数 40 件 

補助金申請 

件数 40 件 

補助金申請 

件数 120 件 

実績 実績 実績 実績 

    

‣新商品開発・販路開拓支援事業の実施 

新商品等の展示会・即売会を通じたマーケティング機会の提供 

参加企業件数

15 件 

参加企業件数

18 件 

参加企業件数

20 件 

参加企業件数 

53 件 

実績 実績 実績 実績 

    

‣一店逸品発掘事業の実施 

逸品を広く紹介する「おらがの店じまん」パンフレット作製及び広報宣伝の実施 

出品店舗件数

48 件 

出品店舗件数

50 件 

出品店舗件数

50 件 

出品店舗件数 

148 件 

実績 実績 実績 実績 

    

‣商談会・展示会への出展支援の強化 

地域連携商談会、展示会への出展支援及び海外展開販路開拓の支援 

取引見込件数 

13 件 

取引見込件数 

15 件 

取引見込件数

15 件 

取引見込件数 

43 件 

実績 実績 実績 実績 

    

‣商品・サービスのプロモーション支援 

プレスリリース活用及びビジネスポータルサイトによるインターネット活用支援 

プレスリリース

支援件数 22 件 

プレスリリース

支援件数 24 件 

プレスリリース

支援件数 24 件 

プレスリリース支援件数 

70 件 

実績 実績 実績 実績 

    

人財力向上を

サポート 

 

・人材マッチング支援事業の強化 

人材マッチング事業を強化し会

員企業の人材確保を支援 

会員企業の従業員の採用から退職までに発生する経営

課題に関して、総合的に支援することにより会員企業

の人財力の向上を図る。 

‣就活サイトの運営及び合同企業説明会の開催に加え企業研究フェアの開催等、蒲郡商工会

議所学生就職情報センター事業の充実 

‣モグジョブ、マジカフェの活用促進 

登録企業数 

30 件 

登録企業数 

30 件 

登録企業数 

30 件 

登録企業数 

90 件 

実績 実績 実績 実績 

    

・人材育成支援事業の強化 

 階層別・分野別セミナーを充実

させ企業の人材育成を支援 

 ‣Ｇ.アカデミー人材育成セミナー・Web セミナーの活用促進 

‣東三河産業アカデミーセミナーの相互利用の促進 

  

開催数 60 回 

WEB 視聴数 

3,000 回 

開催数 60 回 

WEB 視聴数 

3,000 回 

開催数 60 回 

WEB 視聴数 

3,000 回 

開催数 180 回 

WEB 視聴数 

9,000 回 

実績 実績 実績 実績 
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第Ⅲ期(令和 5 年度～7 年度)アクションプラン 
 

蒲郡商工会議所 長期ビジョン 

～蒲郡 INNOVATION HUB を目指して～ 

≪Mission 2≫                      発   信   力 
取り組みの

方向性 
アクションプラン 目 的 事業内容 

目標 
目標合計 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

ヘルスケア

産業の創出 

 

 

・働く人の健康づくりの推進 

『健康宣言企業 200 社』を目標

として健康宣言企業に対するサ

ポート事業の実施 

従業員の健康管理を経営的な視点で考え戦略的に実

践する地域企業を支援し、そのニーズを把握すること

により、地域企業の生産性向上及び地域における『働

く人の健康づくり』の市場化を目指す。 

‣『健康宣言企業 200 社』を目標に、健康づくりセミナー、健康経営セミナーを開催 

‣健康宣言企業に対するサポートとして、健康経営アドバイザー派遣、生活習慣病予防健診

の利用促進 

‣協会けんぽ、蒲郡市等との連携したサポート体制を展開 

健康宣言企業

数:130 社 

健康宣言企業

数:160 社 

健 康 宣 言 企 業

数:200 社 

健康宣言企業数： 200 社 

実績 実績 実績 実績 

    

・アンチエイジングサービス事業

化の促進 

健康的なライフスタイルを提案

するフェアの開催、体験型プログ

ラムの提供 

蒲郡のロケーションを活かした癒し・アンチエイジン

グ・健康的なライフスタイルを広く提案し、癒し・ア

ンチエイジング・健康に関わるサービス事業者の事業

展開の推進及び新たなサービスの創出を目指す。 

‣蒲郡での健康的なライフスタイルを提案する『健康デザインフェス』を開催 

‣健康をデザインする体験型プログラムの提供 

‣ロケーションを活かしたヘルスケアツーリズムの推進 

事業化プロジェ

クト参画事業者

数：60 社 

事業化プロジェ

クト参画事業者

数：60 社 

事業化プロジェ

クト参画事業者

数：60 社 

事業化プロジェクト参画

事業者数：180 社 

実績 実績 実績 実績 

    

観光産業 

の振興 

・蒲郡シティセールスプロジェク

トの推進 

ロケ誘致と蒲郡グルメ等の展開

により蒲郡の魅力を広く発信 

官民連携体制による「蒲郡グルメの開発」や「ロケ誘

致」等を通じて、蒲郡の様々な魅力を広く国内外へ発

信し、観光交流人口の増加と地域の活性化を目指す。 

‣グルメ開発分野：「ガマゴリうどん」認定店制度、パッケージ商品の展開を通じた「ガマゴ

リうどん」の更なる認知度向上及び新たなご当地グルメに開発検討 

‣ロケ誘致分野：蒲郡ロケーションサービスによるロケ誘致、ロケ協力施設等の受入体制の

整備及びロケツーリズムの検討 

‣ベンチアートプロジェクト：蒲郡のロケーションを活かし、生活の豊かさを感じる新たな

滞在空間の創出 

メディア掲載回

数：60 回 

メディア掲載回

数：60 回 

メディア掲載回

数：60 回 

メディア掲載回数：180 回 

実績 実績 実績 実績 

    

・観光資源の魅力発信 

地域性を活かした体験交流型プ

ログラムの提供及び効果的な情

報発信の支援 

地域の魅力を活かした体験型プログラムを効果的に

情報発信し着地型観光の定着を目指す。 

SNS 等を活用した魅力発信を推進して、観光入込客数

の増加とともに宿泊・飲食業の売上向上を目指す。 

‣ＭＩＫＡＷＡde 遊び 100 の推進及び健康プログラムの定着を推進 

‣蒲郡ガイドマップ Web の有効活用および SNS 活用による新手法による魅力発信を推進 

‣市内の観光事業者や市民と広域の観光事業者や団体との連携を推進 

宿泊者数 

22→30 万人 

宿泊者数 

30→40 万人 

宿泊者数 

40→48 万人 

ｺﾛﾅ前 2019 年実績に回復 

宿泊者数 48 万人 

実績 実績 実績 実績 

   ※観光協会のデータ 

地場産業 

の活性化 

・産地プロモーションの推進 

地域の展示会開催や国内外展示

会出展支援等による地域の繊維・

ロープ産地のＰＲ及び販路開拓 

地域における展示会開催や国内外展示会出展により、

産地の広報宣伝及び産地企業の相互交流を図り、地場

産業である繊維・ロープ産業の活性化を目指す。 

‣繊維総合展示会『テックスビジョンミカワ』開催等による三河産地ＰＲ 

‣国内外の展示会出展支援による三河産地ＰＲ及び販路開拓 

‣産地内・産地間交流による新たな業者連携の促進 

‣市場ニーズ・消費者トレンドを取り入れた商品開発の促進 

展示会・商談会

出展事業者数：

30 社 

展示会・商談会

取引見込件数：

150 

展示会・商談会

出展事業者数：

30 社 

展示会・商談会

取引見込件数：

150 

展示会・商談会

出展事業者数：

30 社 

展示会・商談会

取引見込件数：

150 

展示会・商談会出展事業者

数：90 社 

展示会・商談会取引見込件

数：450 

 

実績 実績 実績 実績 

    

地域の中 

核産業の 

成長促進 

・オープンイノベーションの促進 

AI・IoT 等の最新動向・技術の把

握と導入支援、商談会参加支援等

による販路開拓推進 

AI・IoT 等の最新動向・技術を調査し、併せて諸団体・

研究機関との連携を深め、情報交換や研修会を積極的

に行い地域中核産業の振興に供する。 

‣ものづくり企業の加工技術や生産方式等、実務に直結した内容のセミナーを開催すると共

に専門家派遣による課題解決を支援し、生産効率向上、販売力強化、経営安定化を推進 

‣先端技術工場、先端製品展示会への視察を実施し、AI・IoT等の最新の業界動向調査および

最先端技術を把握し、競争力強化を推進 

‣展示商談会・マッチングサイト等への参加支援による販路開拓、事業連携の推進 

‣蒲郡のものづくりを担う若手人材の採用支援 

セミナー開催

数：1 回 

課題解決支援企

業数：10 社 

セミナー開催

数：1 回 

課題解決支援企

業数：10 社 

セ ミ ナ ー 開 催

数：1 回 

課題解決支援企

業数：10 社 

セミナー開催数：3 回 

 

課題解決支援企業数：30

社 

実績 実績 実績 実績 

    

インフラ整

備の促進 

・物流・人流活発化に向けたインフ

ラ整備促進 

蒲郡市の東西・南北を結ぶ幹線道

路と港湾機能の整備促進 

蒲郡市の東西・南北を結ぶ幹線道路と港湾機能の整備

促進を図り、産業の基盤づくりと新たな企業等の誘致

促進を図る。 

‣国道 23 号蒲郡バイパス、国道 247 号中央バイパス 4 車線化、大塚金野線、国道 473 号等の

整備促進 

‣三河港蒲郡地区の-11m 岸壁、後背地整備等港湾機能の整備促進 

‣企業用地確保と産業空洞化対策の促進 

‣ヘルスケア産業集積の中核施設誘致の検討 

要望件数： 

12 回 

要望件数： 

12 回 

要望件数： 

12 回 

要望件数：36 回 

 

実績 実績 実績 実績 

   
 

まちなかの

賑わい・活

性化 

・がまごおり海辺のまちづくりの促進  

『観光交流立市』の玄関口に相応

しい蒲郡駅周辺・海辺のまちづく

りの検討 

「観光交流立市」蒲郡市の玄関口に相応しい利便性の

高い蒲郡駅周辺や人々の往来で賑わうみなとオアシ

スエリア・竹島周辺など『がまごおり海辺のまちづく

り』の実現を目指す。 

‣ 蒲郡駅～みなとオアシスエリア～竹島エリアのハード・ソフトの整備促進 

‣ 蒲郡の海岸線に沿ったマリンロード整備の研究 

‣『がまごおり海辺のまちづくりビジョン』の検討 

‣ 先進地域の視察 

－ － － 

 

『がまごおり海辺のまち

づくりビジョン』の策定 
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第Ⅲ期(令和 5 年度～7 年度)アクションプラン 
 

蒲郡商工会議所 長期ビジョン 

～蒲郡 INNOVATION HUB を目指して～ 

≪Mission 3≫                      発   信   力         
取り組みの

方向性 
アクションプラン 目 的 事業内容 

目標 
目標合計 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

組織力の向

上と財政基

盤の安定化

を図る 

・会員サービス向上に向けた事務

局体制・会員組織の強化及び会館

利便性の向上 

 各種交流会の実施や事務局機能・

情報発信機能の強化、会議室の利

便性の向上 

事務局体制や会員組織の強化を図ると共に会館の利

便性向上により総合的な会員サービスを向上させる 

 

 

 

‣会員相互の交流促進および意見交換機会の拡大 

 異業種・入会 3 年以内・女性経営者など会員相互の交流を促進する交流会を開催 

‣事務局による情報発信機能の強化 

 会報・ＨＰ・メルマガ・ＳＮＳ（LINE を有効活用）・プレスリリースを活用した情報発信機

能の強化 

‣会館貸出のオンライン化を確立 

‣貿易証明の発給業務のオンライン化を確立   

交流会：2 回 

ﾕｰｻﾞｰ数：100 

交流会:2 回 

ﾕｰｻﾞｰ数：200 

交流会：2 回 

ﾕｰｻﾞｰ数：300 

交流会：6 回 

ﾕｰｻﾞｰ数：300 

実績 実績 実績 実績 

    

・組織的・計画的な会員増強による

財政基盤の強化 

会員拡大と退会防止に努め組織

率 50％を達成 

地域総合経済団体としての存在意義を高める ‣会員増強の推進 

 組織率 50％達成を目指し、役員・議員・会員・職員が一体となった会員増強推進体制を構

築  

 特定商工業者調査の実施 

組織率 46％ 組織率 48％ 組織率 50％ 組織率 50％ 

実績 実績 実績 実績 

   
 

産・学・官の

中心的役割

を果たす 

 

・会員企業の課題解決に向けた産・

学・官ネットワーク体制の強化 

地域内外の専門家、金融機関、大

学等と業務提携、連携体制の構築  

産業活性化を図るため、産・学・官との連携を強化し、

情報の交換や研修を積極的に行ない産業振興に供し

て行く 

‣地元企業と大学との事業連携を支援 

地元企業と大学との事業連携を視野に入れ、大学内施設見学会や講演会、交流サロン等を

開催 

会員企業の個別課題の具体的な解決支援に向けた産学官金のネットワーク強化 

開催回数： 

2 回  

開催回数： 

2 回 

開催回数： 

2 回 

開催回数：6 回 

実績 実績 実績 実績 

    

地域活性化

の仕組みづ

くりの基盤

となる 

・部会・委員会活動の活性化 

 地域のオピニオンリーダーとし

て地域活性化の先導役となる 

地域のオピニオンリーダーとして、地域活性化の先導

的な役割を果たす 

‣部会・委員会活動の活性化 

 業界毎の課題を抽出することを目的にした部会の活発化 

地域の政策課題を明確化して提言活動へ繋げるため各種委員会の開催 

   

部会役員会議：

1 回以上 

委員会の開催回

数：1 回以上 

部会役員会議：

1 回以上 

委員会の開催回

数：1 回以上 

部会役員会議：

1 回以上 

委員会の開催回

数：1 回以上 

部会役員会議：3 回以上 

委員会の開催回数：3 回以

上 

つよ 

実績 実績 実績 実績 

    

・地域の将来像の共有化 

蒲郡市産業振興協議会を通して、

行政と地域経済活性化施策への

ベクトルを合わせる 

地域の将来像の共有化を図る ‣行政や議会との意見交換、情報交換の場の設置 

 産業界の意見を集約して産業振興ビジョンを実現するための発言の場の設置 

行政・議会と役員・議員との意見・情報交換会を開催 

 

発言の機会数：

4 回 

発言の機会数：

4 回 

発言の機会数：

4 回 

発言の機会数：12 回 

実績 実績 実績 実績 

    

経営を一貫

して支援す

る専門家集

団を目指す 

・スピーディで的確な相談体制の

構築 

 専門家集団との連携による高度

な相談体制の構築と職員のスキ

ル向上 

会員企業の高度化、専門化が進む経営課題に対して専

門的な相談に対応できる体制づくり 

‣専門家集団との連携を強化 

 相談業務の効率化を目指し、税務・労務・法律・特許など専門家との連携を強化した相談ネ

ットワーク構築の仕組みを検討 

‣専門知識習得のため職員の知識やスキル向上を支援 

 講習会への職員派遣、資格取得に向けた支援（受験費用負担や資格手当等）を検討 

講習会への派

遣・専門資格取

得件数：20 件 

講習会への派

遣・専門資格取

得件数：23 件 

講習会への派

遣・専門資格取

得件数：26 件 

講習会への派遣・専門資格

取得件数：69 件 

 

実績 実績 実績 実績 

    

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな情

報収集・分

析能力を高

め、新しい

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽ

に貢献する 

・国際展開に向けた支援体制の構

築 

  

会員企業に対する海外取引、国際展開における知識・

情報の提供 

会員企業の海外取引、国際展開への支援および情報提

供 

 

‣国際展開への競争力向上を支援 

 貿易証明取得のサポート 

 海外取引拡大の支援 

国際ビジネス最新情報の発信 

相談・支援件数：

10 先 

相談・支援件数：

10 先 

相談・支援件数

10 先 

海外取引拡大に向けた相

談・支援件数：30 先 

実績 実績 実績 実績 

    

 

 

≪Mission 4≫             

取り組み

の方向性 
アクションプラン 目 的 事業内容 

目標 
目標合計 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

｢三河｣地

域の知名

度やブラ

ンド力の

向上 

・三河地域での観光関係団体と

の連携強化および広域観光の

推進 

 観光展・イベント・広域的な観

光事業等への参加を通じた地

域の魅力発信力強化 

みかわ・蒲郡の知名度向上 ‣三河観光ＧＯＮ事業により岡崎・西尾・蒲郡地区における広域観光の連携を推進 

‣ＭＩＫＡＷＡde 遊び 100 事業の支援 

‣愛知県東三河広域観光協議会・ＧＯＧＯ三河湾協議会への参画を通じ、観光展・イベント

への参加及び情報媒体への掲載による地域の魅力を発信 

参画事業所数 

:15 事業所 

参画事業所数 

:15 事業所 

参画事業所数 

:20 事業所 

参画事業所数 

:合計 50 事業所 

実績 実績 実績 実績 

   
 

東西三河

で展開さ

れる広域

連携事業

の推進 

・東西三河の経済団体との連携

強化 

 展示会・講演会・視察会等への

参画および会員企業への情報

発信の強化 

広域連携事業による人材育成・販路拡大・要望活動

等の推進 

‣東三河広域経済連合会・三河中央エリア経済会議への参画を通じ、会員企業への情報発信

を強化することで会員企業の総合的な競争力強化を図る 

・東三河産業アカデミーによる人材育成 

・健康な地域社会創造Ｐによる健康経営の推進 

 ・飯田線Ｐに赤い電車応援団と連携した新たな沿線普及活動 

 ・要望活動への参画 

 ・展示会、講演会、視察等への参加 

‣広域連携団体への参画による要望活動の実施 

ＳＥＮＡ、港湾関係団体、道路関係団体等の広域連携団体への参画を通じ、インフラ・港

湾の要望活動を実施 

東三河全体に

おける健康宣

言（協会健保） 

件数：900 件 

東三河全体

における健

康宣言(協会

健保) 

件数：950 件 

東三河全体に

おける健康宣

言（協会健保） 

件数：1,000件 

東三河全体における健

康宣言（協会健保）件

数：1000 件 

実績 実績 実績 実績 

    

 

8



9



10



11
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15
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24



25



26



27



28



29



30



31
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34



14名（順序不同）

団体名 役職名 氏名 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

三河繊維産元協同組合 事務局長 神谷　正樹 港町１８－２３ ６９－７８５０ ６９－３８５５

中部繊維ロープ工業協同組合 専務理事 川口　広海 形原町東欠ノ上３９－５ ５７－５１３８ ５７－３２５４

蒲郡漁業協同組合 形原支所長 伊藤　幸昌 形原町港町１５６ ５７－２１９１ ５７－２１９３

東三河染色協同組合 理事長 嶋田　義男
宝町２－２９
艶栄工業㈱内

６８－２１９６ ６８－３２００

三河織物工業協同組合 理事長 小林　智也 神明町１２－２０ ６８－６１６１ ６７－１８８７

蒲郡鉄工会 事務局長 鈴木　光彦 港町１８－２３ ６７－８５５８ ６７－５６８３

蒲郡商店街振興組合 副理事長 榊原　寛二 上本町１－１ ６８－４２７２ ６８－３０１３

蒲郡青色申告会 会長 小林　優一 蒲郡市旭町７－１６ ６８－７１７０ ６８－６１６０

蒲郡市上下水道工事協同組合 事務長 近藤　尚登 旭町４－７ ６８－５４７５ ６７－６７０７

愛知県理容生活衛生同業組合蒲郡支部 支部長 渡辺　憲保 形原町会下２８－１ ５７－３３０８ ５７－３３０８

三谷温泉旅館振興協同組合 事務局長 木村　元房 三谷町鳶欠１４－１ ６８－４７４４ ６６－１７３８

三谷漁業協同組合 代表理事組合長 小林　俊雄 三谷町港町通５８ ６８－５１３１ ６８－１３９６

蒲郡電気工事業協同組合 理事長 石川　義康 港町１３－３６ ６９－１８１１ ６７－８４５８

愛知県飲食生活衛生同業組合蒲郡支部 青年部長 笹野　弘明 清田町三反田15-5 ６８－８８４７ ６８－８８４７

令和5年度 小規模企業振興委員名簿（案）

議案第3号
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小規模事業者経営改善資金 

審査委員の委嘱について（案） 

 

蒲 郡 商 工 会 議 所 

 氏 名 役 職 名 事業所名 備考 

委員長 近藤 武彦 蒲郡青色申告会 副会長 岩瀬会計事務所 会長  

委 員 小田 裕己 蒲郡商工会議所 議員 蒲郡商店街振興組合 理事長  

委 員 市川 博章 元 蒲郡商工会議所 常議員 元 小森株式会社 取締役社長  

委 員 牧  信男 蒲郡商工会議所 議員 株式会社大国屋 取締役会長  

委 員 山下 英孝 蒲郡商工会議所 専務理事 蒲郡商工会議所  

 

委 員 任 期   令和 5年 4月 1日～令和 7年 3月 31日  

 

 

 

新 

議案第4号

36



 

蒲郡商工会議所定款の一部改正について 

 

１．改正の理由 

   蒲郡商工会議所のインボイス番号を青年部が使用するために、定款内に青年部を定める。 

   なお、ビジネス総合保険（旧イベント保険）の事業活動遂行に対する賠償責任補償に関しても定款に青

年部を定めることで要件を満たす。 

 

２．新旧対照表 
新 旧 

（常議員会の決議事項） 

第４５条 次に掲げる事項は、常議員会の議決を経なけれ

ばならない。 

（１）議員総会に提案すべき事項 

（２）第３９条第１項第１１号から第１６号までに掲げ

る事項であって、第３９条第１項ただし書の規定に

より議員総会から委任を受けた事項 

（３）第３９条第１項第１１号から第１６号までに掲げ

る事項であって議員総会に付議するいとまがない緊

急なもの 

（４）会員及び特別会員の加入の諾否 

（５）会員及び特別会員に対する過怠金の賦課 

（６）特定商工業者の権利の行使の停止 

（７）理事の選任及び解任の同意 

（８）部会の決議の承認 

（９）青年部について必要な事項 

（10）顧問及び参与の委嘱の承認 

（11）事務局及び職員について必要な事項 

（常議員会の決議事項） 

第４５条 次に掲げる事項は、常議員会の議決を経なけれ

ばならない。 

（１）議員総会に提案すべき事項 

（２）第３９条第１項第１１号から第１６号までに掲げ

る事項であって、第３９条第１項ただし書の規定に

より議員総会から委任を受けた事項 

（３）第３９条第１項第１１号から第１６号までに掲げ

る事項であって議員総会に付議するいとまがない緊

急なもの 

（４）会員及び特別会員の加入の諾否 

（５）会員及び特別会員に対する過怠金の賦課 

（６）特定商工業者の権利の行使の停止 

（７）理事の選任及び解任の同意 

（８）部会の決議の承認 

 

（９）顧問及び参与の委嘱の承認 

（10）事務局及び職員について必要な事項 

第６章 部会及び委員会等 第６章 部会及び委員会 

第３節 青 年 部 

（青年部） 

第５７条 本商工会議所に、青年部を置く。 

（青年部について必要な事項） 

第５８条 青年部については必要な事項は、常議員会の議決を経て別

に定める。 

 

第５９条 ～ 第７７条 第５７条 ～ 第７５条 

附  則 

（実施の時期） 

１ 第４５条第９号及び第１０号を１号ずつ繰り下げ、第９号を加え

る改正規定は、令和５年４月１日から実施する。 

２ 第６章の章名の改正は、令和５年４月１日から実施する。 

３ 第５７条から第７５条までを２条ずつ繰り下げ、第５７条（青年

部）及び第５８条（青年部について必要な事項）を加える改正規定

は、令和５年４月１日から実施する。 

 

 

議案第 2号 議案第5号
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蒲郡商工会議所職員就業規則の一部改定について 

 

１．改定の理由 

始業時刻前の時間外勤務について定める 

育児・介護休業等に関する規程の全部改定に伴い表記等変更 

 

２．改定時期 

   令和５年３月２２日改正 令和５年４月１日施行 

 

３．新旧対照表 

新 旧 

（休憩時間） 

第１３条 休憩時間は、正午から午後０時５０分までとす

る。 

 ただし業務の都合によって休憩時間を変更することがあ

る。 

２ 臨時または突発的な業務の事情により、やむをえず時間

外勤務をする場合は、始業時刻前の１０分間及び終業時刻よ

り１５分間は休憩とする。 

（勤務時間等の変更） 

第１４条 業務上の都合によって、始業、終業時刻を変更す

ることがある。 

２ 育児・介護による所定労働時間の短縮措置については別

に定める 

（休憩時間） 

第１３条 休憩時間は、正午から午後０時５０分までとす

る。 

 ただし業務の都合によって休憩時間を変更することがあ

る。 

２ 臨時または突発的な業務の事情により、やむをえず時間

外勤務をする場合は、終業時刻より１５分間の休憩後とし、

その間に速やかに私用を済ませ効率的に残務を処理する。

（勤務時間等の変更） 

第１４条 業務上の都合によって、始業、終業時刻を変更す

ることがある。 

（時間外勤務） 

第１７条 業務の都合により、第１２条の所定労働時間を超

え、または第１８条の所定休日に労働させることがある。 

１～６ 略 

７ 育児・介護のための時間外勤務の制限については別に定

める 

（時間外勤務） 

第１７条 業務の都合により、第１２条の所定労働時間を超

え、または第１８条の所定休日に労働させることがある。 

１～６ 略 

７ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育または家族

の介護をしている職員から請求があった場合には、時間外

勤務は１ヶ月２４時間、１年１５０時間以内とする。 

第４節  休 業 等 

（産前産後・育児・介護休業及び育児時間等） 

第２９条 産前６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週

間）以内に出産する予定の女性職員が休業を請求した場合

においては、その者を就業させてはならない。 

２～５略 

６ 生後１年未満の子を育てる女性職員は、あらかじめ申し

出て、休憩時間のほかに１日２回、各３０分の育児時間を

受けることができる。 

７ 育児時間の給与については、通常の勤務をしたものとみ

なす。 

第４節  休 業 

 

第２９条 産前６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週

間）以内に出産する予定の女性職員が休業を請求した場合

においては、その者を就業させてはならない。 

２～５略 

附 則 

本規則は、令和５年３月２２日に改正、令和５年４月１日

から施行。 

 

 

議案第6号
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給与規程（時間外及び休日手当）に関する内規の一部改定について 

 

 

１．改定の理由 

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による、改正後の労働基準法が施行されるこ

とにより、月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、2023 年４月１日から中小企業に

も適用される為。 

始業時刻前の時間外勤務について定める 

 

２．改定時期 

   令和５年４月１日 改正、実施 

 

３．新旧対照表 

新 旧 

１．時間外および休日手当の支給額の算出については、次の

計算による。 

（１）時間外手当（勤務１時間につき） 

①法定休日以外の労働に対する割増賃金 

ア）法定外労働時間が１ヵ月６０時間以下の部分に対する割

増賃金 

基本給÷１年間における１ヵ月平均所定労働時間 

×１．２５ 

※勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間であ

る場合は１．５ 

イ）法定外労働時間が１ヵ月６０時間を超える部分に対する

割増賃金 

基本給÷１年間における１ヵ月平均所定労働時間 

×１．５ 

※勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間であ

る場合は１．７５ 

②法定休日の労働に対する割増賃金 

基本給÷１年間における１ヵ月平均所定労働時間 

×１．３５ 

※勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間であ

る場合は１．６ 

（２）～（４）略 

１．時間外及び休日手当の支給額の算出については、次の計

算による。 

（１）時間外手当（勤務１時間につき） 

基本給÷１年間における１ヵ月平均所定労働時間×１．２５ 

※勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である

場合は１００分の１５０（法定休日の場合は１００分の

１６０）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）～（４）略 

２．時間外勤務の取扱い 

（１）略 

（２）平日の時間外勤務の適用（命令）時間は、原則として

午前５時より午前８時３０分まで、および午後５時４５分

より、午後９時までとする。 

（３）略 

２．時間外勤務の取扱い 

（１）略 

（２）平日の時間外勤務の適用（命令）時間は、原則として

午後５時４５分より、午後９時までとする。 

 

（３）略 

附 則 

令和５年４月１日改正、実施 
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育児・介護休業等に関する規程の制定について 

 

 

 

 

 

１．制定・廃止の理由 

  2022年４月１日ならびに10月１日から、男女とも仕事と育児を両立できるように、出生時育児休業制度の

創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われた。 

これに対応する為、現在のある下記規程を廃止し、一つにまとめた育児・介護休業等に関する規程を制定

する。 

 

廃止する規程 

育児休業等に関する規程 

介護休業等に関する規程 

子の看護休暇に関する規程 

   介護休暇に関する規程 

 

制定する規程 

 育児・介護休業等に関する規程 

 

 

２．制定・廃止の時期 

  令和５年４月１日 

 

 

 

議案第7号
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育児・介護休業等に関する規程 

 

第１章 目 的 

 

（目 的） 

第１条 本規程は、蒲郡商工会議所（以下「商工会議所」という）の育児・介護休業、子

の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の制限、育児・介護のための時

間外労働および深夜業の制限ならびに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて

定めるものである。 

 

第２章 育児休業制度 

 

第１節  育児休業 

（育児休業の対象者） 

第２条 育児のために休業することを希望する職員（日雇職員を除く）であって、１歳に

満たない子と同居し、養育する者は、この規程に定めるところにより育児休業をするこ

とができる。ただし、有期契約職員にあっては、申出時点において、子が１歳６か月（本

条第６項または第７項の申出にあっては２歳）に達する日までに労働契約期間が満了し、

更新されないことが明らかでない者に限り、育児休業をすることができる。 

２ 第１項、第３項から第７項にかかわらず、労使協定により除外された次の職員からの

休業の申出は拒むことができる。 

（１）入所１年未満の職員 

（２）申出の日から１年以内（本条第４項から第７項の申出にあっては６か月以内）に

雇用関係が終了することが明らかな職員 

（３）１週間の所定労働日数が２日以下の職員 

３ 配偶者が職員と同じ日からまたは職員より先に育児休業または出生時育児休業をして

いる場合、職員は、子が１歳２か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業

期間、育児休業期間および出生時育児休業期間との合計が１年を限度として、育児休業

をすることができる。 

４ 次のいずれにも該当する職員は、子が１歳６か月に達するまでの間で必要な日数につ

いて育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則とし

て子の１歳の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が本項に基づく休業を子の１歳

の誕生日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日と

することができる。 

（１）職員または配偶者が原則として子の１歳の誕生日の前日に育児休業をしているこ

と 

（２）次のいずれかの事情があること 
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（イ）保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合  

（ロ）職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、１歳以降育児に当

たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困

難になった場合 

（３）子の１歳の誕生日以降に本項の休業をしたことがないこと 

５ 前項にかかわらず、産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな育児休

業が始まったことにより本条第 1 項に基づく休業（配偶者の死亡等特別な事情による３

回目以降の休業を含む）が終了し、終了事由である産前・産後休業等に係る子または介

護休業に係る対象家族が死亡等した職員は、子が１歳６か月に達するまでの間で必要な

日数について育児休業をすることができる。 

６ 次のいずれにも該当する職員は、子が２歳に達するまでの間で必要な日数について育

児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の

１歳６か月の誕生日応当日に限るものとする。ただし、配偶者が本項に基づく休業を子

の１歳６か月の誕生日応当日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日

以前の日を開始日とすることができる。 

（１）職員または配偶者が子の１歳６か月の誕生日応当日の前日に育児休業をしている

こと 

（２）次のいずれかの事情があること 

（イ）保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合  

（ロ）職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、１歳６か月以降育

児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育するこ

とが困難になった場合 

（３）子の１歳６か月の誕生日応当日以降に本項の休業をしたことがないこと 

７ 前項にかかわらず、産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな育児休

業が始まったことにより本条第４項または第５項に基づく育児休業（再度の休業を含

む）が終了し、終了事由である産前・産後休業等に係る子または介護休業に係る対象家

族が死亡等した職員は、子が２歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をす

ることができる。 

 （育児休業の申出の手続等） 

第３条 育児休業をすることを希望する職員は、原則として育児休業を開始しようとする

日（以下「育児休業開始予定日」という。）の１か月前(第２条第４項から第７項に基づ

く１歳および 1 歳６カ月を超える休業の場合は、２週間前）までに育児休業申出書を商

工会議所に提出することにより申し出るものとする。なお、育児休業中の有期契約職員

が労働契約を更新するにあたり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契

約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うも

のとする。 

 ２ 第２条第１項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につ

き２回までとする。 

（１）第２条第１項に基づく休業をした者が本条第１項後段の申出をしようとする場合 

（２）配偶者の死亡等特別の事情がある場合 
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３ 第２条第４項または第５項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除

き、一子につき 1 回限りとする。 

（１）第２条第４項または第５項に基づく休業をした者が本条第 1 項後段の申出をしよ

うとする場合 

（２）産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな育児休業が始まったこ

とにより第２条第４項または第５項に基づく育児休業が終了したが、終了事由であ

る産前・産後休業等に係る子または介護休業に係る対象家族が死亡等した場合 

４ 第２条第６項または第７項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除

き、一子につき 1 回限りとする。 

（１）第２条第６項または第７項に基づく休業をした者が本条第１項後段の申出をしよ

うとする場合 

（２）産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな育児休業が始まったこ

とにより第２条第６項または第７項に基づく育児休業が終了したが、終了事由であ

る産前・産後休業等に係る子または介護休業に係る対象家族が死亡等した場合 

５ 商工会議所は、育児休業申出書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提

出を求めることがある。 

６ 育児休業申出書が提出されたときは、商工会議所は速やかに当該育児休業申出書を提

出した者（以下 この章において「育休申出者」という。）に対し、育児休業取扱通知書

を交付する。 

７ 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、育休申出者は、出生後２週間以内に商

工会議所に育児休業対象児出生届を提出しなければならない。  

 （育児休業の申出の撤回等） 

第４条 育休申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届を商工会

議所に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。 

２ 育児休業申出撤回届が提出されたときは、商工会議所は速やかに当該育児休業申出撤

回届を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。 

３ 第２条第１項に基づく休業の申出の撤回は、撤回１回につき１回休業したものとみな

す。第２条第４項または第５項および第６項または第７項に基づく休業の申出を撤回し

た者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることができない。た

だし、第２条第１項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第４項または第

５項および第６項または第７項に基づく休業の申出をすることができ、第２条第４項ま

たは第５項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第６項または第７項に基

づく休業の申出をすることができる。  

４ 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養

育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場

合において、育休申出者は、原則として当該事由が発生した日に、商工会議所にその旨

を通知しなければならない。 

 （育児休業の期間等） 

第５条 育児休業の期間は、原則として、子が１歳に達するまで（第２条第３項から第７

項に基づく休業の場合は、それぞれ定められた時期まで）を限度として育児休業申出書
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に記載された期間とする。 

２ 育児休業を開始しようとする日の１か月前までに申出がなされなかった場合には、前

項にかかわらず、商工会議所は、育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始

予定日の指定を行うことができる。 

３ 職員は、育児休業期間変更申出書で商工会議所に育児休業開始予定日の１週間前まで

に申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業を終了

しようとする日（以下「育児休業終了予定日」という。）の１か月前（第２条第４項か

ら第７項に基づく休業をしている場合は、２週間前）までに申し出ることにより、育児

休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。 

育児休業開始予定日の繰り上げ変更および育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、原

則として第２条第１項に基づく休業１回につき１回に限り行うことができるが、第２条

第４項から第７項に基づく休業の場合には、第２条第１項に基づく休業とは別に、子が

１歳から１歳６か月に達するまでおよび１歳６カ月から２歳に達するまでの期間内で、

それぞれ１回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。 

４ 育児休業期間変更申出書が提出されたときは、商工会議所は速やかに当該育児休業期

間変更申出書を提出した者に対し、育児休業期間変更取扱通知書を交付する。 

５ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、

当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。  

（１）子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 

当該事由が発生した日（本人が出勤する日は、事由発生の日から２週間以内であ

って、商工会議所と本人が話し合いの上決定した日とする。） 

（２）育児休業に係る子が１歳に達した場合等 

子が１歳に達した日（第２条第３項に基づく休業の場合を除く。 第２条第４項

または第５項に基づく休業の場合は、子が１歳６か月に達した日、第２条第６項

または第７項に基づく休業の場合は、子が２歳に達した日） 

（３）育休申出者について、産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな

育児休業期間が始まった場合 

産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな育児休業の開始日の前日 

 （４）第２条第３項に基づく休業において、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業

（出生時育児休業含む）期間との合計が１年に達した場合 

当該１年に達した日 

６ 前項第１号の事由が生じた場合には、育休申出者は原則として当該事由が生じた日に

商工会議所にその旨を通知しなければならない。  

  

第２節  出生時育児休業  

 （出生時育児休業の対象者） 

第６条 育児のために休業することを希望する職員（日雇職員を除く）であって、産後休

業をしておらず、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から８週間以内の子と

同居し、養育する者は、この規程に定めるところにより出生時育児休業をすることがで

きる。ただし、有期契約職員にあっては、申出時点において、子の出生日または出産予
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定日のいずれか遅い方から８週間を経過する日の翌日から６か月を経過する日までに

労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、出生時育児休業を

することができる。 

２ 前項にかかわらず、労使協定により除外された次の職員からの休業の申出は拒むこと

ができる。 

（１）入所１年未満の職員 

（２）申出の日から８週間以内に雇用関係が終了することが明らかな職員 

（３）１週間の所定労働日数が２日以下の職員 

 （出生時育児休業の申出の手続等） 

第７条 出生時育児休業をすることを希望する職員は、原則として出生時育児休業を開始

しようとする日（以下「出生時育児休業開始予定日」という。）の２週間前までに出生

時育児休業申出書を商工会議所に提出することにより申し出るものとする。なお、出生

時育児休業中の有期契約職員が労働契約を更新するにあたり、引き続き休業を希望する

場合には、更新された労働契約期間の初日を出生時育児休業開始予定日として、出生時

育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。 

 ２ 第６条第１項に基づく休業の申出は、一子につき２回まで分割できる。ただし、２回

に分割する場合は２回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった場合は後

の申出を拒む場合がある。 

３ 商工会議所は、出生時育児休業申出書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明

書の提出を求めることがある。 

４ 出生時育児休業申出書が提出されたときは、商工会議所は速やかに当該出生時育児休

業申出書を提出した者（以下 この章において「出生時育休申出者」という。）に対し、

出生時育児休業取扱通知書を交付する。 

５ 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、出生時育休申出者は、出生後２週間以

内に商工会議所に出生時育児休業対象児出生届を提出しなければならない。  

 （出生時育児休業の申出の撤回等） 

第８条 出生時育休申出者は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、出生時育児休業

申出撤回届を商工会議所に提出することにより、出生時育児休業の申出を撤回すること

ができる。 

２ 出生時育児休業申出撤回届が提出されたときは、商工会議所は速やかに当該出生時育

児休業申出撤回届を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。 

３ 第６条第１項に基づく休業の申出の撤回は、撤回１回につき１回休業したものとみな

し、みなし含め２回休業した場合は同一の子について再度申出をすることができない。 

４ 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育休申出者が休業

申出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申出はされなかっ

たものとみなす。この場合において、出生時育休申出者は、原則として当該事由が発生

した日に、商工会議所にその旨を通知しなければならない。 

 （出生時育児休業の期間等） 

第９条 出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生後８週間以内のうち４週間（２

８日）を限度として出生時育児休業申出書に記載された期間とする。 
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２ 出生時育児休業を開始しようとする日の２週間前までに申出がなされなかった場合に

は、前項にかかわらず、商工会議所は、育児・介護休業法の定めるところにより育児休

業開始予定日の指定を行うことができる。 

３ 職員は、出生時育児休業期間変更申出書で商工会議所に出生時育児休業開始予定日の

１週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を休業

１回につき１回、また、出生時育児休業を終了しようとする日（以下「出生時育児休業

終了予定日」という。）の２週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予

定日の繰り下げ変更を休業１回につき１回行うことができる。 

４ 出生時育児休業期間変更申出書が提出されたときは、商工会議所は速やかに当該出生

時育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、出生時育児休業期間変更取扱通知書を

交付する。 

５ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、出生時育児休業は終了するもの

とし、当該出生時育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。  

（１）子の死亡等出生時育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 

当該事由が発生した日（なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生

の日から２週間以内であって、商工会議所と本人が話し合いの上決定した日とす

る。） 

（２）子の出生日の翌日または出産予定日の翌日のいずれか遅い方から８週間を経過し

た場合 

子の出生日の翌日または出産予定日の翌日のいずれか遅い方から８週間を経過し

た日 

（３）子の出生日（出産予定日後に出生した場合は、出産予定日）以後に出生時育児休

業の日数が２８日に達した場合 

子の出生日（出産予定日後に出生した場合は、出産予定日）以後に出生時育児休

業の日数が２８日に達した日 

（４）出生時育休申出者について、産前・産後休業、育児休業、介護休業または新たな

出生時育児休業期間が始まった場合 

産前・産後休業、育児休業、介護休業または新たな出生時育児休業の開始日の前日 

６ 前項第１号の事由が生じた場合には、出生時育休申出者は原則として当該事由が生じ

た日に商工会議所にその旨を通知しなければならない。  

 （出生時育児休業中の就業） 

第９条の２ 出生時育児休業中に就業することを希望する職員は、出生時育児休業中の就

業可能日等申出書を休業開始予定日の１週間前までに商工会議所に提出すること。なお、

1 週間を切っても休業前日までは提出を受け付ける。 

２ 商工会議所は、前項の申出があった場合は、申出の範囲内の就業日等を申出書を提出

した職員に対して提示する。就業日がない場合もその旨通知する。職員は提示された就

業日等について、出生時育児休業中の就業日等の同意・不同意書を商工会議所に提出す

ること。休業前日までに同意した場合に限り、休業中に就業することができる。商工会

議所と職員の双方が就業日等に合意したときは、商工会議所は速やかに出生時育児休業

中の就業日等通知書を交付する。 
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３ 出生時育児休業中の就業上限は、次のとおりとする。 

（１）就業日数の合計は、出生時育児休業期間の所定労働日数の半分以下（一日未満の

端数切り捨て） 

（２）就業日の労働時間の合計は、出生時育児休業期間の所定労働時間の合計の半分以  

下 

（３）出生時育児休業開始予定日または出生時育児休業終了予定日に就業する場合は、

当該日の所定労働時間数に満たない時間 

４ 本条第１項の申出を変更する場合は出生時育児休業中の就業可能日等変更申出書を、

撤回する場合は出生時育児休業中の就業可能日等申出撤回届を休業前日までに商工会

議所に提出すること。就業可能日等申出撤回届が提出された場合は、商工会議所は速や

かに申出が撤回されたことを通知する。 

５ 本条第２項で同意した就業日等を全部または一部撤回する場合は、出生時育児休業中

の就業日等撤回届を休業前日までに商工会議所に提出すること。出生時育児休業開始後

は、次に該当する場合に限り、同意した就業日等の全部または一部を撤回することがで

きる。出生時育児休業中の就業日等撤回届が提出されたときは、商工会議所は速やかに

出生時育児休業中の就業日等通知書を交付する。 

（１）出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 

（２）配偶者が負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心

身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になった

こと 

（３）婚姻の解消その他の事情により配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しな

いこととなったこと 

（４）出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害そ

の他これらに準ずる心身の状況により、２週間以上の期間にわたり世話を必要とす

る状態になったとき 

  

第３章 介護休業制度 

 

 （介護休業の対象者） 

第１０条 要介護状態にある家族を介護する職員（日雇職員を除く）は、この規程に定め

るところにより介護を必要とする家族１人につき、のべ９３日間までの範囲内で３回を

限度として介護休業をすることができる。ただし、有期契約職員にあっては、申出時点

において、介護休業を開始しようとする日（以下、「介護休業開始予定日」という）か

ら起算して９３日を経過する日から６か月を経過する日までに、その労働契約期間が満

了し、更新されないことが明らかでない者に限り、介護休業をすることができる。 

２ 第 1 項にかかわらず、労使協定により除外された次の職員からの休業の申出は拒むこ

とができる。 

（１）入所１年未満の職員 

（２）申出の日から９３日以内に雇用関係が終了することが明らかな職員 
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（３）1 週間の所定労働日数が２日以下の職員 

３ この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害によ

り、２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。  

（１）配偶者  

（２）父母  

（３）子  

（４）配偶者の父母  

（５）祖父母、兄弟姉妹または孫 

（６）上記以外の家族で商工会議所が認めた者 

 （介護休業の申出の手続等） 

第１１条 介護休業をすることを希望する職員は、原則として介護休業開始予定日の２週

間前までに、介護休業申出書を商工会議所に提出することにより申し出るものとする。

なお、介護休業中の有期契約職員が労働契約を更新するにあたり、引き続き休業を希望

する場合には、更新された労働契約期間の初日を介護休業開始予定日として、介護休業

申出書により再度の申出を行うものとする。 

２ 申出は、対象家族１人につきのべ９３日まで３回を上限とする。ただし、第１項の後

段の申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。 

３ 商工会議所は、介護休業申出書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提

出を求めることがある。 

４ 介護休業申出書が提出されたときは、商工会議所は速やかに当該介護休業申出書を提

出した者（以下この章において「申出者」という。）に対し、介護休業取扱通知書を交

付する。 

 （介護休業の申出の撤回等） 

第１２条 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届を商工会議

所に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。 

２ 介護休業申出撤回届が提出されたときは、商工会議所は速やかに当該介護休業申出撤

回届を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。 

３ 同一対象家族について介護休業の申出を２回連続して撤回した者について、当該家族

について再度の申出はすることができない。ただし、特段の事情がある場合について商

工会議所がこれを適当と認めた場合には、２回を超えて申し出ることができるものとす

る。 

４ 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介

護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場

合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、商工会議所にその旨を通

知しなければならない。 

 （介護休業の期間等） 

第１３条 介護休業の期間は、対象家族１人につき、原則として、通算９３日間の範囲内

で、介護休業申出書に記載された期間とする。 

２ 介護休業を開始しようとする日の２週間前までに申出がなされなかった場合には、前

項にかかわらず、商工会議所は、育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始
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予定日の指定を行うことができる。 

３ 職員は、介護休業期間変更申出書により、介護休業を終了しようとする日（以下「介

護休業終了予定日」という。）の２週間前までに商工会議所に申出ることにより、介護

休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。この場合において、介護休業開始予

定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算９３日の範囲を超えないこと

を原則とする。 

４ 介護休業期間変更申出書が提出されたときは、商工会議所は速やかに当該介護休業期

間変更申出書を提出した者に対し、介護休業期間変更取扱通知書を交付する。 

５ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、

当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。  

（１）家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合 

当該事由が発生した日（本人が出勤する日は、事由発生の日から２週間以内であ

って、商工会議所と本人が話し合いの上決定した日とする。） 

（２）申出者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業または新たな介護

休業が始まった場合 

産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業または新たな介護休業の開始日の前日 

６ 前項（１）の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に商工

会議所にその旨を通知しなければならない。  

 

第４章 子の看護休暇 

 
 

 （子の看護休暇） 

第１４条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員（日雇職員を除く）は、負

傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話をするために、または当該子に予防接種や

健康診断を受けさせるために、年次有給休暇とは別に、当該子が１人の場合は１年間に

つき５日、２人以上の場合は１年間につき１０日を限度として、子の看護休暇を取得す

ることができる。この場合の１年間とは、４月１日から翌年３月３１日までの期間とす

る。 

２ 前項にかかわらず、労使協定によって除外された次の職員からの子の看護休暇の申出

は拒むことができる。 

（１）入所６か月未満の職員 

（２）１週間の所定労働日数が２日以下の職員  

３ 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得する

ことができる。 

４ 取得しようとする者は、原則として、子の看護休暇申出書を事前に商工会議所に提出

することにより申し出るものとする。ただし、緊急を要する場合は、休暇日当日の始業

時刻までに連絡し、休暇取得後は速やかに子の看護休暇申出書を商工会議所に提出しな

ければならない。 
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５ 給与については、看護休暇取得日は、通常の勤務をしたものとみなす。 

６ 定期昇給ならびに退職金の算定にあたっては、看護休暇は通常の勤務をしたものとみ

なす。 

 

第５章 介護休暇 

  

（介護休暇） 

第１５条 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする職員（日雇職員を除く）は、

年次有給休暇とは別に、当該家族が１人の場合は１年間につき５日、２人以上の場合は

１年間につき１０日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の１年

間とは、４月１日から翌年３月３１日までの期間とする。 

２ 前項にかかわらず、労使協定によって除外された次の職員からの介護休暇の申出は拒

むことができる。 

（１）入所６か月未満の職員 

（２）１週間の所定労働日数が２日以下の職員  

３ 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得すること

ができる。 

４ 取得しようとする者は、原則として、介護休暇申出書を事前に商工会議所に提出する

ことにより申し出るものとする。ただし、緊急を要する場合は、休暇日当日の始業時刻

までに連絡し、休暇取得後は速やかに介護休暇申出書を商工会議所に提出しなければな

らない。 

５ 給与については、介護休暇取得日は、通常の勤務をしたものとみなす。 

６ 定期昇給ならびに退職金の算定にあたっては、介護休暇は通常の勤務をしたものとみ

なす。 

 

第６章 所定外労働の制限 

 

 （育児・介護のための所定外労働の制限） 

第１６条 ３歳に満たない子を養育する職員（日雇職員を除く）が当該子を養育するため、

または要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場

合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせ

ることはない。 

２ 前項にかかわらず、労使協定によって除外された次の職員からの所定外労働の制限の

申出は拒むことができる。 

（１）入所１年未満の職員  

（２）１週間の所定労働日数が２日以下の職員 

３ 申出をしようとする者は、１回につき、１か月以上１年以内の期間（以下この条にお

いて「制限期間」という。）について、制限を開始しようとする日（以下この条におい
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て「制限開始予定日」という。）および制限を終了しようとする日を明らかにして、原

則として、制限開始予定日の１か月前までに、育児・介護のための所定外労働制限申出

書を商工会議所に提出するものとする。この場合において、制限期間は、次条第３項に

規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。 

４ 商工会議所は、所定外労働制限申出書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明

書の提出を求めることがある。  

５ 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、所定外労働制限申出書を提出した者（以

下この条において「申出者」という。）は、出生後２週間以内に商工会議所に所定外労

働制限対象児出生届を提出しなければならない。 

６ 制限開始予定日の前日までに、申出に係る子の死亡等により申出者が子を養育しない

こととなった場合または家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった

場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として

当該事由が発生した日に、商工会議所にその旨を通知しなければならない。 

７ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、

当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。 

（１）子または家族の死亡等制限に係る子を養育または家族を介護しないこととなった

場合 

当該事由が発生した日  

 （２）制限に係る子が３歳に達した場合  

当該３歳に達した日  

（３）申出者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業または介護休業が

始まった場合 

産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業または介護休業の開始日の前日 

８ 前項（１）の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、商

工会議所にその旨を通知しなければならない。  

 

第７章 時間外労働の制限  

 

 （育児・介護のための時間外労働の制限） 

第１７条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するためま

たは要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合

には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1 か月について２４時間、1 年につ

いて１５０時間を超えて時間外労働をさせることはない。  

２ 前項にかかわらず、次の（１）から（３）のいずれかに該当する職員からの時間外労

働の制限の申出は拒むことができる。 

（１）日雇職員  

（２）入所 1 年未満の職員  

（３）1 週間の所定労働日数が２日以下の職員  

３ 申出をしようとする者は、1 回につき、1 か月以上 1 年以内の期間（以下この条におい
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て「制限期間」という。）について、制限を開始しようとする日（以下この条において

「制限開始予定日」という。）および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則

として、制限開始予定日の 1 か月前までに、育児・介護のための時間外労働制限申出書

を商工会議所に提出するものとする。 この場合において、制限期間は、前条第３項に

規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。 

４ 商工会議所は、時間外労働制限申出書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明

書の提出を求めることがある。  

５ 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、時間外労働制限申出書を提出した者（以

下この条において「申出者」という。）は、出生後２週間以内に商工会議所に時間外労

働制限対象児出生届を提出しなければならない。  

６ 制限開始予定日の前日までに、申出に係る子または家族の死亡等により申出者が子を

養育または家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。

この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、商工会議所にその

旨を通知しなければならない。 

７ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、

当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。  

（１）子または家族の死亡等制限に係る子を養育または家族を介護しないこととなった

場合 

当該事由が発生した日  

（２）制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合 

子が６歳に達する日の属する年度の３月３１日  

（３）申出者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業または介護休業が

始まった場合 

産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業または介護休業の開始日の前日  

８ 前項（１）の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、商

工会議所にその旨を通知しなければならない。 

  

第８章 深夜業の制限 

 

 （育児・介護のための深夜業の制限） 

第１８条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するためま

たは要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申出た場合に

は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後１０時から午前５時までの間（以

下「深夜」という。）に労働させることはない。  

２ 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する職員からの深夜業の制限の申出は拒むこ

とができる。  

（１）日雇職員  

（２）入所１年未満の職員 

（３）申出に係る子または家族の１６歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する職員 

52



 

（イ）深夜において就業していない者（１か月について深夜における就業が３日以下

の者を含む。）であること。 

（ロ）心身の状況が申出に係る子の保育または家族の介護をすることができる者であ

ること。  

（ハ）６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産予定でなく、かつ

産後８週間以内でない者であること。  

（４）1 週間の所定労働日数が２日以下の職員  

（５）所定労働時間の全部が深夜にある職員  

３ 申出をしようとする者は、1 回につき、１か月以上６か月以内の期間（以下この条に

おいて「制限期間」という。）について、制限を開始しようとする日（以下この条にお

いて「制限開始予定日」という。）および制限を終了しようとする日を明らかにして、

原則として、制限開始予定日の 1 か月前までに、育児・介護のための深夜業制限申出書

を商工会議所に提出するものとする。  

４ 商工会議所は、深夜業制限申出書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の

提出を求めることがある。  

５ 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、深夜業制限申出書を提出した者（以下

この条において「申出者」という。）は、出生後２週間以内に商工会議所に深夜業制限

対象児出生届を提出しなければならない。  

６ 制限開始予定日の前日までに、申出に係る子または家族の死亡等により申出者が子を

養育または家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。

この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、商工会議所にその

旨を通知しなければならない。 

７ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、

当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。  

（１）子または家族の死亡等制限に係る子を養育または家族を介護しないこととなった

場合  

当該事由が発生した日  

（２）制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合  

子が６歳に達する日の属する年度の３月３１日 

（３）申出者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業または介護休業が

始まった場合  

産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業または介護休業の開始日の前日 

８ 前項（１）の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、商

工会議所にその旨を通知しなければならない。 

 

第９章 所定労働時間の短縮措置等 

 

 （育児短時間勤務） 

第１９条 ３歳に満たない子を養育する職員は、申し出ることにより、所定労働時間を、
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午前８時４０分から午後１５時３０分まで（休憩は正午から５０分間）の６時間とする

ことができる。 

 （１歳に満たない子を育てる女性職員は更に別途３０分ずつ２回の育児時間を請求する

ことができる。） 

２ 前項にかかわらず、所定労働時間は本人が希望し商工会議所が認めた場合に短縮また

は延長することがある。 

３ 第１項にかかわらず、次のいずれかに該当する職員からの育児短時間勤務の申出は拒

むことができる。 

（１）日雇職員 

（２）１日の所定労働時間が６時間以下である職員 

（３）労使協定によって除外された次の職員 

  （イ）入所１年未満の職員 

（ロ）１週間の所定労働日数が２日以下の職員 

４ 申出をしようとする者は、1 回につき、１か月以上 1 年以内の期間について、短縮を

開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短

縮開始予定日の 1 か月前までに、育児短時間勤務申出書により商工会議所に申出なけれ

ばならない。申出書が提出されたときは、商工会議所は速やかに申出者に対し、育児短

時間勤務取扱通知書を交付する。その他適用のための手続等については、第３条から第

５条までの規定（第３条第２項および第４条第３項を除く。）を準用する。 

５ 本制度の適用を受ける間の給与については、基本給を時間換算した額を基礎とした実

労働時間分の基本給と諸手当の全額を支給する。 

６ 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合において

は、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。 

７ 定期昇給ならびに退職金の算定にあたっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤

務をしているものとみなす。 

 （介護短時間勤務） 

第２０条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申出ることにより、対象家族 1 人あ

たり短時間勤務利用開始から連続する３年間で２回まで、所定労働時間を午前８時４０

分から午後１５時３０分まで（うち休憩時間は、５０分とする。）の６時間とすること

ができる。 

２ 前項にかかわらず、本人の希望がある場合、始業終業の時刻および休憩時間は、本人

の希望を聴いた上で商工会議所が個別に決定する。 

３ 第１項にかかわらず、次のいずれかに該当する職員からの介護短時間勤務の申出は拒

むことができる。 

（１）日雇職員 

（２）労使協定によって除外された次の職員 

  （イ）入所１年未満の職員 

  （ロ）１週間の所定労働日数が２日以下の職員 

４ 申出をしようとする者は、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする

日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の２週間前までに、介護短時間勤務申
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出書により商工会議所に申出なければならない。申出書が提出されたときは、商工会議

所は速やかに申出者に対し、介護短時間勤務取扱通知書を交付する。その他適用のため

の手続等については、第１１条から第１３条までの規定を準用する。 

５ 制度の適用を受ける間の賃金については、基本給を時間換算した額を基礎とした実労

働時間分の基本給と諸手当の全額を支給する。 

６ 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合において

は、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。 

７ 定期昇給ならびに退職金の算定にあたっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤

務をしているものとみなす。 

 

第１０章 育児・介護休業中の取扱い等 

 

 （給与等の取扱い） 

第２１条 育児・介護休業の期間については、給与は支給しない。 

２ 賞与については、算定期間中に育児・介護休業した期間が含まれる場合は、出勤日数

により日割りで計算した額を支給する。 

３ 定期昇給は育児・介護休業期間中は行わないものとし、復職後に昇給させるものとす

る。 

４ 退職金の算定に当っては、育児・介護休業をした期間を勤務したものとして勤続年数

を算定する。 

 （休業期間中の社会保険料の取扱い） 

第２２条 育児休業により賃金が支払われない月における社会保険の被保険者負担分は社

会保険料の免除申請を行い、保険料免除を受けることができるときはそれに従うものと

する。 

２ 商工会議所は介護休業により賃金が支払われない月における社会保険料の被保険者負

担分を職員に請求するものとし、職員は商工会議所が指定する日までに支払うものとす

る。 

 （円滑な取得および職場復帰支援） 

第２３条 会議所は、職員から本人または配偶者が妊娠・出産等したことまたは本人が対

象家族を介護していることの申出があった場合は、当該職員に対して、円滑な休業取得

および職場復帰を支援するために、以下（１）の措置を実施する。また、育児休業の申

出が円滑に行われるようにするため、（２）の措置を実施する。 

（１）当該職員に個別に育児休業に関する制度等（育児休業、パパ・ママ育休プラス、

その他の両立支援制度、育児休業等の申出先、育児・介護休業給付に関すること、

休業期間中の社会保険料の取扱いなど）の周知および制度利用の意向確認を実施す

る。 

（２）育児休業（出生時育児休業含む）に関する相談体制を整備する。 

（復職後の勤務） 

第２４条 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署および職務とする。 
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２ 前項にかかわらず、本人の希望がある場合および組織の変更等やむを得ない事情があ

る場合には、部署および職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定

日の１か月前または介護休業終了予定日の２週間前までに正式に決定し通知する。 

 （年次有給休暇） 

第２５条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業

をした日は出勤したものとみなす。 

 （育児休業、介護休業等に関するハラスメントの防止） 

第２６条 すべての職員は第２章～第９章の制度の申出・利用に関して、当該申出・利用

する職員の就業環境を害する言動を行ってはならない。 

２ 前項の言動を行ったと認められる職員に対しては、商工会議所は厳正に対処する。 

 （法令との関係） 

第２７条 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の

制限、育児・介護のための時間外労働および深夜業の制限ならびに所定労働時間の短縮

措置等に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法

令の定めるところによる。 

 

 （附 則） 

１.本規則は、令和５年４月１日から施行。 

 

56



1

事業主の皆さまへ（１～４は全企業が対象）

１　雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
● 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業と産後パパ育休（P2参照）の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措
置を講じなければなりません。※複数の措置を講じることが望ましいです。

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備（相談窓口設置）
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

● 妊娠・出産（本人または配偶者）の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の

周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

周知事項

①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③ 育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

個別周知・
意向確認の方法

①面談　②書面交付　③FAX　④電子メール等　のいずれか
注：①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。

※雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和４年10月１日から対象。

２　有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 就業規則等を見直しましょう

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
令和４年４月１日から３段階で施行

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度（出生時育児休業制度、P2参照）
の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正を行いました。

令和４年４月１日施行

（育児休業の場合）
⑴ 引き続き雇用された期間が１年以上
⑵  １歳６か月までの間に契約が満了する

ことが明らかでない

⑴の要件を撤廃し、⑵のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱い

（引き続き雇用された期間が１年未満の労働者は
労使協定の締結により除外可）
※育児休業給付についても同様に緩和

改正前 令和４年４月１日～

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）
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2

令和４年10月１日施行

３　産後パパ育休（出生時育児休業）の創設
４　育児休業の分割取得

産後パパ育休（R4.10.1 ～）　
育休とは別に取得可能

育児休業制度
（R4.10.1 ～）

育児休業制度
（改正前）

対象期間
取得可能日数

子の出生後８週間以内に
４週間まで取得可能

原則子が１歳
（最長２歳）まで

原則子が１歳
（最長２歳）まで

申出期限 原則休業の２週間前まで※１ 原則１か月前まで 原則１か月前まで

分割取得 分割して２回取得可能
（初めにまとめて申し出ることが必要）

分割して２回取得可能
（取得の際にそれぞれ申出） 原則分割不可

休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り、 
労働者が合意した範囲※２で休業中に就業
することが可能

原則就業不可 原則就業不可

１歳以降の延長 育休開始日を柔軟化 育休開始日は１歳、
１歳半の時点に限定

１歳以降の再取得 特別な事情がある場合
に限り再取得可能※３ 再取得不可

※１　 雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定
めている場合は、１か月前までとすることができます。

※２　 具体的な手続きの流れは以下①～④のとおりです。
①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示（候補日等がない場合はその旨）
③労働者が同意
④事業主が通知

なお、就業可能日等には上限があります。
◦休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
◦休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

　　　例） 所定労働時間が１日８時間、１週間の所定労働日が５日の労働者が、
　　休業２週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合

⇒就業日数上限５日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は８時間未満

休業開始日 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 13日目 休業終了日
４時間

休 休 ８時間
６時間

休
休

……… 休
６時間

休 休 ４時間 休

産後パパ育休も育児休業給付（出生時育児休業給付金）の対象です。休業中に就業日がある場合は、就業日数
が最大10日（10日を超える場合は就業している時間数が80時間）以下である場合に、給付の対象となります。
注：上記は28日間の休業を取得した場合の日数・時間。休業日数が28日より短い場合は、その日数に比例して短くなります。

育児休業給付については、最寄りのハローワークへお問い合わせください。

就業規則等を見直しましょう

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf
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改正前

令和４年10月１日～

出生後
８週

父

１歳 １歳半 ２歳出生
保育所に入所できない等の場合

育 休 育休 育休

育休 育休

産休

育休 育休 育 休

母

出産後８週間以内に育児休業取得
した場合の再取得（パパ休暇）

３回目の取得は
できない

開始時点が１歳または１歳６か月時点に
限定されるため、途中で交代できない

出生後
８週

父

夫婦が育休を交代できる
回数が増える

１歳 １歳半 ２歳出生

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交代できる

保育所に入所できない等の場合
令和４年10月１日～

育休 育 休

育 休

育 休

育 休

産 休

休 育 休

母 育 休

休

例１

例2
出生後
８週

父

１歳 １歳半 ２歳出生
保育所に入所できない等の場合

育 休 育 休

育 休 育 休産 休

休 育 休

母

育 休休

育 休

＋ さらに
もう１回

出生時
退院時等

妻の職場復帰等の
タイミング

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交代できる＋ さらに

もう１回
出生時
退院時等

ピンク色の矢印が、今回の改正で新たにできるようになることです

産後パパ育休
→新設（分割して2回取得可能）

１歳以降の育児休業
→途中交代可能

育児休業
→夫婦ともに分割して２回取得可能

※３　 １歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休
業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業
を取得できます。

育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止
　育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な
取り扱いを行うことは禁止されています。今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・
取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されます。
　また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。
●ハラスメントの典型例

・ 育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」と言われ、取得を
諦めざるを得なかった。

・ 産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分なら取得しない。あなたもそうすべき。」と
言われ苦痛に感じた。

改正後の働き方・休み方のイメージ（例）

ピンク色の矢印が、今回の改正で新たにできるようになることです
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令和５年４月１日施行

５　育児休業取得状況の公表の義務化

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年１回公表することが義務付
けられます。

　公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。取得率の算定期
間は、公表を行う日の属する事業年度（会計年度）の直前の事業年度です。インターネット等、一般の方が閲覧で
きる方法で公表してください。自社のホームページ等のほか、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援の
ひろば」で公表することもおすすめします。

さらに詳しく知るための情報・イベントなど
■男性の育児休業取得促進セミナーのご案内

 イクメンプロジェクトでは、改正育児・介護休業法も踏まえて、男性の育児休業取得促進等に
関するセミナーを開催しています。
①男性の育児休業取得促進セミナー　https://ikumen-project.mhlw.go.jp/event/

■両立支援について専門家に相談したい方へ
【中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業】

 制度整備や育休取得・復帰する社員のサポート、育児休業中の代替要員確保・業務代替等でお
悩みの企業に、社会保険労務士等の専門家が無料でアドバイスします。
②中小企業育児・介護休業等推進支援事業　https://ikuji-kaigo.com/

■就業規則作成、雇用環境整備、個別周知・意向確認に活用できる素材
 厚生労働省では以下の資料をご用意しています。社内用にアレンジする等してご
活用いただけます。
③社内研修用資料、動画
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/
④就業規則、個別周知・意向確認、事例紹介、制度・方針周知ポスター例
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

■両立支援のひろば（厚生労働省運営のウェブサイト）
両立支援に取り組む企業の事例検索や自社の両立支援の取組状況の診断等が行えます。
育児休業取得率の公表も行えます。
⑤両立支援のひろば　https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

育児・介護休業法に関するお問い合わせは都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ
都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号
北海道 011-709-2715 埼　玉 048-600-6210 岐　阜 058-245-1550 鳥　取 0857-29-1709 佐　賀 0952-32-7218
青　森 017-734-4211 千　葉 043-221-2307 静　岡 054-252-5310 島　根 0852-31-1161 長　崎 095-801-0050
岩　手 019-604-3010 東　京 03-3512-1611 愛　知 052-857-0312 岡　山 086-225-2017 熊　本 096-352-3865
宮　城 022-299-8844 神奈川 045-211-7380 三　重 059-226-2318 広　島 082-221-9247 大　分 097-532-4025
秋　田 018-862-6684 新　潟 025-288-3511 滋　賀 077-523-1190 山　口 083-995-0390 宮　崎 0985-38-8821
山　形 023-624-8228 富　山 076-432-2740 京　都 075-241-3212 徳　島 088-652-2718 鹿児島 099-223-8239
福　島 024-536-4609 石　川 076-265-4429 大　阪 06-6941-8940 香　川 087-811-8924 沖　縄 098-868-4380
茨　城 029-277-8295 福　井 0776-22-3947 兵　庫 078-367-0820 愛　媛 089-935-5222
栃　木 028-633-2795 山　梨 055-225-2851 奈　良 0742-32-0210 高　知 088-885-6041
群　馬 027-896-4739 長　野 026-227-0125 和歌山 073-488-1170 福　岡 092-411-4894

受付時間　８時30分～ 17時15分（土日・祝日・年末年始を除く）
令和３年11月作成（令和４年12月改訂）　リーフレット№12

①

②

④

⑤

③
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名　　　　称 代表者名 所　　　在　　　地 業　　　　　種

1
ふじたぼーりんぐこうぎょう

藤田ボーリング工業㈱
ふじた　かつのり

藤田　克典
三谷北通5-62

管工事業、さくヰ工事業、水道施設工事業
蒲郡市上下水道指定工事店

2
まてりあるでざいん

（同）マテリアルデザイン
とよだ　みちひろ

豊田　充潤
三谷町八舗81-1 鋳造コンサルタント、鋳造設備の販売

3
のまど

野窓
よしみ　あゆみ

吉見　あゆみ
一色町下郷5

焼菓子、軽食、弁当の販売（テイクアウト）、イートインに
て軽食、喫茶

4
すくーるあいいー　みかわみやえきまえこう

スクールIE　三河三谷駅前校
こかい　もりあき

古海　盛昭
三谷北通1-79-2 小学生・中学生・高校生を対象とする学習指導塾

下記の4件（令和4年10月21日～令和5年1月18日）につきましては、令和5年1月24日の常議員会にて承認されましたことをご報告致します。

名　　　　称 代表者名 所　　　在　　　地 業　　　　　種

1
ときがらでざいん

Tokigara　Design
いないし　かつひと

稲石　勝人
愛知県岡崎市上地3-8-16
　アネックスマンション301

ﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ、ﾃﾞｻﾞｲﾝ制作、Web制作、Webｺﾝｻﾙ
ﾃｨﾝｸﾞ、広告・企画、ﾃﾞｻﾞｲﾝ経営ｾﾐﾅｰ、講演、ECｻｲﾄ制
作

2
とよたれんたりーすあいちがまごおりてん

㈱トヨタレンタリース愛知蒲郡店
かわい　のりゆき

河合　則行
竹谷町蟹洗1-3 レンタカー

3
ぶらぷろ

㈱ブラプロ
いずみたに　みつのり

泉谷　光範
形原町前田34-8 ブライダル（結婚相談所）・派遣業

4
のがわばいせんじょ

ノガワ焙煎所
おおた　たかゆき

太田　貴之
竹谷町野川32-3 コーヒー生豆を仕入れ、焙煎し、ネット・出店・卸で販売

新 入 会 員 に つ い て

（令和５年１月１９日～令和５年３月１３日）

議案第8号
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常議員１名補充選任について 

Ｒ５．３．２２ 

 

退 任 

 

 

サーラＥ＆Ｌ東三河株式会社 

サーラプラザ蒲郡 

前蒲郡エリア統括 大谷
おおたに

 重雄
し げ お

 氏 

 

 

 

 

 

候補者  

 

 

サーラＥ＆Ｌ東三河株式会社 

サーラプラザ蒲郡 

蒲郡エリア統括 山田
や ま だ

 一人
か ず と

 氏 

 

 

議案第9号

62


